
　
4
月
か
ら
消
費

税
が
8
％
に
な

り
、
3
カ
月
が
経

過
し
た
。
消
費
税

ア
ッ
プ
分
は
診
療

報
酬
で
カ
バ
ー
し

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全

く
実
感
は
な
い
。
そ
も
そ
も
消

費
税
は
何
を
買
っ
て
も
8
％
の

税
金
が
か
か
る
と
い
う
わ
か
り

や
す
い
税
金
を
実
現
す
る
た

め
、
そ
の
影
で
複
雑
な
計
算
・

考
え
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、
生
産
者
が
税
抜

き
5
0
0
円
で
卸
に
売
る
と

き
、
卸
は
5
4
0
円
支
払
う
。

卸
は
税
抜
き
1
0
0
0
円
で

小
売
店
に
売
る
と
き
に
は
小
売

店
は
1
0
8
0
円
支
払
う
。

小
売
店
は
消
費
者
に
税
抜
き
1

5
0
0
円
で
売
れ
ば
、
消
費
者

は
1
6
2
0
円
支
払
う
。
そ

れ
ぞ
れ
消
費
税
は
40
円
、
80

円
、
1
2
0
円
支
払
っ
て
い

る
が
、
生
産
者
が
消
費
税
と
し

て
納
税
す
る
の
は
40
円
、
卸
は

80
円
の
う
ち
40
円
分
は
す
で
に

支
払
っ
て
い
る
か
ら
、
40
円
、

同
様
に
小
売
店
も
40
円
と
な

る
。
生
活
必
需
品
の
免
税
、
軽

減
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ

る
が
、
そ
の
実
践
の
た
め
に

は
、
ど
の
部
分
を
軽
減
す
れ
ば

良
い
の
か
難
し
い
の
で
あ
る
。

　
社
会
保
険
診
療
は
非
課
税
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
例
で

い
う
と
小
売
店
に
当
た
る
医
療

機
関
が
、
最
終
消
費
者
と
さ
れ

80
円
払
っ
て
い
る
の
に
本
来
の

最
終
消
費
者
か
ら
消
費
税
を
徴

収
で
き
な
い
た
め
、
損
税
が
生

じ
る
。
薬
剤
費
は
薬
価
の
計
算

に
消
費
税
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
た
め
、
損
税
は
発
生
し
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
損
税
を
解
消
す
る
た

め
、
今
ま
で
は
診
療
報
酬
に
消

費
税
分
が
上
積
み
さ
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
方

法
で
は
支
払
う
消
費
税
が
医
療

機
関
に
よ
っ
て
違
う
た
め
、
解

消
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
損
税

を
解
消
す
る
た
め
の
方
法
と
し

て
、
我
々
が
今
ま
で
提
唱
し
て

き
て
い
る
の
は
ゼ
ロ
税
率
方
式

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
税
率
0
％

と
し
て
支
払
っ
た
消
費
税
を
申

告
し
て
還
付
を
受
け
る
方
法

で
、
確
実
に
損
税
は
解
消
さ
れ

る
。
ま
た
軽
減
税
率
は
、
そ
の

時
点
の
税
率
か
ら
軽
減
さ
れ
た

消
費
税
を
患
者
か
ら
徴
収
す
る

方
法
で
、
こ
れ
も
支
払
っ
た
消

費
税
は
仕
入
税
額
控
除
で
き
る

た
め
、
損
税
は
解
消
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
方
法
で
医

療
が
営
利
事
業
と
判
断
さ
れ
れ

ば
、
事
業
税
の
非
課
税
、
4
段

階
税
制
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
、
ま
た
申
告
の
事
務
負

担
が
過
重
に
な
る
可
能
性
も
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
ゼ
ロ
税
率

と
似
て
い
る
が
異
な
る
方
法
と

し
て
「
カ
ナ
ダ
方
式
」
な
ど
と

い
わ
れ
る
非
課
税
還
付
方
式
も

あ
る
。

　
す
で
に
、
病
院
は
損
税
が
過

大
に
な
っ
て
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

る
医
療
機
関
も
あ
る
と
い
う
。

一
方
、
診
療
所
に
と
っ
て
は
事

業
税
の
非
課
税
・
4
段
階
税
制

の
撤
廃
は
死
活
問
題
で
あ
り
、

共
通
し
た
対
応
策
が
出
し
に
く

い
状
況
だ
。
し
か
し
、
消
費
税

10
％
は
目
前
に
近
づ
い
て
お

り
、
医
療
界
が
一
致
団
結
し
て

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

損
税
解
消
で
医
療
界
一
致
の
対
応
策
を

　
2
0
1
7

年
度
か
ら
始

ま
る
新
専
門

医
制
度
に
19

番
目
の
専
門
医
と
し
て
総
合
診

療
医
が
加
わ
っ
た
。
地
域
の
一

般
病
院
で
は
、
夜
間
・
休
日
診

療
や
当
直
、
救
急
対
応
な
ど
を

考
え
る
と
専
門
医
に
加
え
て
、

総
合
診
療
医
が
欠
か
せ
な
い
存

在
に
な
っ
て
い
る
▼
新
制
度
の

総
合
診
療
医
は
2
年
間
の
初
期

臨
床
研
修
後
か
ら
進
む
コ
ー
ス

と
他
の
領
域
か
ら
総
合
診
療
専

門
医
へ
の
移
行
も
可
能
で
、
約

3
年
間
、
内
科
、
小
児
科
、
救

急
の
基
本
研
修
と
外
科
な
ど
の

関
連
診
療
科
研
修
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。
専
門
医
取
得
後
も
家

庭
医
あ
る
い
は
病
院
総
合
診
療

医
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
形
成
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
総
合

診
療
の
よ
う
に
幅
広
い
研
修
を

求
め
る
学
生
は
多
い
の
で
希
望

者
は
一
定
あ
る
と
思
わ
れ
る
▼

一
方
、
現
在
の
開
業
医
は
大
学

や
病
院
勤
務
時
代
は
専
門
医
と

し
て
働
き
、
開
業
後
は
か
か
り

つ
け
医
と
し
て
の
役
割
を
は
た

し
て
い
る
し
、
我
こ
そ
は
総
合

診
療
医
と
自
負
さ
れ
る
方
も
多

い
。
会
員
に
と
っ
て
自
分
た
ち

の
評
価
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の

か
一
抹
の
不
安
を
覚
え
る
の
も

当
然
で
あ
る
が
、
す
で
に
地
域

で
活
躍
し
て
い
る
医
師
が
取
得

す
る
コ
ー
ス
に
つ
い
て
も
同
時

進
行
で
検
討
す
る
と
し
て
い
る

▼
医
師
不
足
は
特
に
病
院
に
お

い
て
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一

定
、
医
師
数
の
増
員
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
並
行
し

て
良
質
な
家
庭
医
と
病
院
総
合

医
を
育
成
し
て
領
域
別
専
門
医

と
協
働
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い

ま
ま
で
よ
り
ス
ム
ー
ス
な
医
療

提
供
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
設

計
を
期
待
し
た
い
。 

（
彦
）

各
科
の
新
点
数
で
意
見
交
換

専
門
医
会
長
と
の
懇
談
会
開
く

　
協
会
は
専
門
医
会
長
と
の
懇
談
会
を
5
月
24
日
に
開
催
。
専
門
医
会
か
ら
12
人
、
協
会
か
ら

6
人
が
出
席
し
た
。
2
0
1
4
年
度
診
療
報
酬
改
定
を
テ
ー
マ
に
、
協
会
か
ら
は
改
定
の
特
徴

と
意
義
に
つ
い
て
解
説
を
行
い
、
各
専
門
医
会
か
ら
は
改
定
へ
の
評
価
と
今
後
の
対
策
、
要
望

に
つ
い
て
意
見
を
聞
い
た
。

　
循
環
器
：
病
院
で
は
紹
介
率

の
縛
り
が
強
く
な
り
、
逆
紹
介

の
患
者
も
増
え
、
重
症
者
の
割

合
も
高
く
な
っ
て
く
る
。
一

方
、
診
療
所
で
は
包
括
化
が
進

む
こ
と
で
診
療
機
能
が
低
下
す

る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。

　
透
析
：
透
析
関
連
の
点
数

は
、
平
均
1
％
以
上
、
下
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
透
析
手
技
料

が
一
律
マ
イ
ナ
ス
10
点
の
減
額

に
な
っ
た
上
に
、
そ
の
中
に
包

括
化
さ
れ
て
い
る
透
析
液
薬
価

は
改
定
に
伴
い
引
き
上
げ
ら
れ

た
。
す
で
に
包
括
化
さ
れ
て
い

る
検
査
等
を
意
図
的
に
減
ら
す

こ
と
で
収
益
を
上
げ

る
わ
け
に
は
い
か
な

い
が
、
い
つ
か
患
者

さ
ん
の
不
利
益
に
繋

が
る
の
で
は
な
い
か

と
懸
念
し
て
い
る
。

　
形
成
外
科
：
組
織

拡
張
器
に
よ
る
乳
房

再
建
手
術
の
保
険
適

用
と
、
局
所
陰
圧
閉

鎖
処
置
（
外
来
）
の

本
点
数
化
は
歓
迎
し

て
い
る
。
専
門
医
制

度
改
革
で
は
、
診
療

報
酬
上
で
専
門
医
間

の
扱
い
に
差
が
付
く

こ
と
を
心
配
し
て
い

る
。

　
消
化
器
：
胃
瘻
の
改
定
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
の
胃
瘻
を
作
ら

な
い
と
診
な
い
、
入
れ
な
い
と

い
う
こ
と
が
是
正
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
短
期
滞
在
手
術
等
基
本
料

3
は
、
対
象
手
術
や
検
査
が
病

院
に
集
中
す
る
こ
と
を
心
配
し

て
い
る
。

　
泌
尿
器
科
：
皮
下
注
で
行
う

前
立
腺
が
ん
の
ホ
ル
モ
ン
療
法

が
、
外
来
化
学
療
法
加
算
の
対

象
か
ら
外
れ
た
。
皮
下
注
と
い

え
ど
も
太
い
針
を
使
う
場
合
も

あ
り
、
一
つ
間
違
え
ば
大
出
血

に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
が

評
価
さ
れ
な
い
こ
と
は
問
題
。

　
耳
鼻
咽
喉
科
：
副
鼻
腔
の
手

術
が
整
理
さ
れ
た
こ
と
は
良

か
っ
た
。
た
だ
、
耳
鼻
科
は
も

と
も
と
処
置
料
が
低
い
。
特
に

幼
児
の
診
察
は
苦
労
す
る
が
評

価
が
な
い
。
学
会
か
ら
乳
幼
児

加
算
を
要
望
し
て
い
る
が
取
り

合
っ
て
も
ら
え
な
い
。

　
眼
科
：
水
晶
体
再
建
術
1
、

2
が
短
期
滞
在
手
術
等
基
本
料

3
に
含
ま
れ
、
入
院
し
て
5
日

目
ま
で
に
該
当
手
術
は
短
期
滞

在
手
術
等
基
本
料
3
で
算
定
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
入
院
5
日

目
ま
で
に
両
眼
の
手
術
で
も
片

眼
の
手
術
で
も
前
述
の
マ
ル
メ

の
点
数
で
し
か
請
求
で
き
ず
、

病
院
と
し
て
は
か
な
り
の
収
入

減
と
な
り
困
惑
し
て
い
る
状
態

で
あ
る
。
水
晶
体
再
建
術
な
ど

は
外
来
で
手
術
せ
よ
と
い
う
目

論
見
で
あ
ろ
う
か
？

　
産
婦
人
科
：
帝
王
切
開
術

が
、
手
術
時
間
が
短
く
な
っ
た

と
い
う
理
由
で
大
幅
に
点
数
が

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
手
術
時
間

は
様
々
な
努
力
の
結
果
短
く

な
っ
た
訳
で
あ
っ
て
理
不
尽
極

ま
り
な
い
。
日
本
産
婦
人
科
医

会
の
撤
回
要
望
も
実
ら
ず
非
常

に
残
念
。

　
外
科
：
休
日
・
深
夜
・
時
間

外
の
加
算
1
の
新
設
や
評
価
さ

れ
た
手
術
は
大
き
な
病
院
が
対

象
で
あ
り
、
本
当
の
地
域
医
療

を
担
う
中
小
病
院
へ
の
配
慮
不

足
。
一
方
で
中
小
病
院
も
対
象

と
な
る
胃
瘻
造
設
術
は
引
き
下

が
っ
た
。
こ
う
い
う
汎
用
手
術

を
安
易
に
引
き
下
げ
る
こ
と
は

納
得
で
き
な
い
。

　
小
児
科
：
小
児
在
宅
医
療
が

少
し
前
進
を
し
た
が
、
ま
だ
ま

だ
と
い
う
感
が
あ
る
。
感
染
症

は
迅
速
診
断
キ
ッ
ト
が
普
及
し

て
き
て
お
り
、
現
在
の
小
児
科

外
来
診
療
料
で
は
赤
字
に
な
り

か
ね
な
い
。
実
態
に
則
し
た
引

き
上
げ
が
必
要
。
新
た
な
専
門

医
制
度
に
つ
い
て
は
、
総
合
診

療
医
と
小
児
科
と
の
住
み
分
け

が
不
明
で
懸
念
さ
れ
る
。

　
胸
部
：
呼
吸
不
全
で
認
定
さ

れ
る
障
害
等
級
に
は
2
級
が
な

く
、
か
な
り
重
度
で
な
い
と
更

生
医
療
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

私
の
患
者
さ
ん
で
も
障
害
認
定

は
厳
し
い
。

　
ま
た
、
特
養
の
入
所
基
準
で

要
介
護
3
以
上
と
い
う
話
が
出

て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
要
介
護

3
以
上
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ

れ
も
問
題
で
あ
る
。

　
内
科
：
現
在
の
厚
労
省
保
険

局
医
療
課
長
は
、
ナ
ー
シ
ン
グ

ケ
ア
に
非
常
に
熱
心
。
こ
れ
か

ら
も
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
た
政
策
を
打
ち
出

し
て
く
る
だ
ろ
う
。
介
護
や
在

宅
を
重
視
し
た
路
線
が
し
ば
ら

く
は
続
く
の
で
は
な
い
か
。

　
規
制
改
革
会
議
が
提
案
し
た

選
択
療
養
は
問
題
。
安
全
性
や

有
効
性
と
い
う
医
療
の
基
本
的

な
と
こ
ろ
が
ど
れ
ほ
ど
担
保
さ

れ
る
の
か
、
非
常
に
危
惧
さ
れ

る
。

　
協
会
か
ら
は
総
合
診
療
医
に

つ
い
て
、
専
門
領
域
を
深
め
ず

に
広
く
浅
く
診
る
医
師
を
養
成

す
る
こ
と
は
、
医
療
の
水
準
を

揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
こ
と
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
各
専
門

医
数
が
規
制
さ
れ
、
不
足
分
は

総
合
診
療
医
で
代
替
さ
せ
る
こ

と
が
狙
わ
れ
て
お
り
反
対
で
あ

る
こ
と
を
説
明
。
引
き
続
き
、

こ
の
問
題
を
含
め
て
意
見
や
提

案
を
い
た
だ
き
た
い
旨
お
願
い

し
て
懇
談
会
を
終
了
し
た
。

機
能
分
化
推
進
と
専
門
医
制
度
の

こ
れ
か
ら
に
大
き
な
不
安

総
合
診
療
専
門
医
問
題
も
テ
ー
マ
に

補
選
結
果
の
報
告

代
議
員
・
予
備
代
議
員

西 京
　
西
京
医
師
会
選
出
の
代
議
員
・
予
備
代
議
員
欠
員
に
伴
う

補
欠
選
挙
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
立
候
補
者
数
は
定
数
以
内
で

あ
っ
た
の
で
、
協
会
選
挙
規
定
第
2
章
第
31
条
に
よ
り
、
無

投
票
当
選
人
と
決
定
し
た
。
任
期
は
2
0
1
5
年
4
月
30
日

ま
で
。 

（
敬
称
略
）

【
代
　
議
　
員
】　 

福
本 

和
生
、
土
井 

た
か
し
、

西　

 

大
佐
、
今
井 

史
朗

【
予
備
代
議
員
】　 

吉
賀 

正
博
、
岩
瀬 

知
行
、
笹
部 

恒
敏
、

神
谷 

博
子
、
安
本 

信
幸
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主な内容

総
合
確
保
法
が
成
立 

（
2
面
）

保
険
者
直
接
審
査
に
反
対 

（
3
面
）

代
議
員
月
例
ア
ン
ケ
ー
ト

 

（
4
面
）

　

消
費
税
引
上
げ
と
今
次
改
定
で 



　
6
月
18
日
、
参
議
院
本
会
議

で
医
療
・
介
護
総
合
確
保
法

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
）
が
成
立
し
た
。

　
協
会
は
、
多
数
の
会
員
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
同
法
案
の
廃

案
を
求
め
る
署
名
や
国
会
議
員

要
請
を
は
じ
め
、
同
法
案
の
問

題
を
指
摘
し
な
が
ら
の
運
動
を

展
開
し
て
き
た
。

　
法
案
成
立
直
前
の
6
月
10

日
、
安
倍
首
相
が
新
た
な
混
合

診
療
拡
大
構
想
「
患
者
申
出
療

養
（
仮
称
）」
を
提
案
し
た
の

を
受
け
、
即
座
に
撤
回
を
求
め

る
談
話
を
発
表
し
た
（
下
掲
）。

　
談
話
で
は
、
日
本
の
医
療
者

が
無
差
別
・
平
等
原
則
に
立

ち
、
高
い
水
準
の
医
療
を
す
べ

て
の
患
者
に
提
供
す
る
こ
と
を

当
然
の
任
務
と
し
て
い
る
。
そ

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
「
保
険
証

一
枚
で
必
要
な
医
療
が
必
要
な

だ
け
保
障
さ
れ
る
」
国
民
皆
保

険
制
度
が
あ
る
。「
身
近
な
医

療
機
関
」
で
の
混
合
診
療
拡
大

で
、
地
域
の
医
師
が
「
富
め
る

者
し
か
受
け
ら
れ
な
い
医
療
」

の
拡
大
・
推
進
に
動
員
さ
れ
る

事
態
が
危
惧
さ
れ
る
と
厳
し
く

批
判
し
た
。

根
拠
を
失
っ
て
も
な
お

　
さ
ら
に
厚
生
労
働
大
臣
が
法

案
の
根
拠
と
な
っ
た
デ
ー
タ
を

国
会
で
撤
回
す
る
と
い
う
前
代

未
聞
の
問
題
も
起
こ
っ
た
。
こ

れ
は
、
ま
だ
総
合
確
保
法
案
を

準
備
し
て
い
た
2
0
1
3
年
9

月
25
日
の
社
会
保
障
審
議
会
介

護
保
険
部
会
（
第
49
回
）
で
示

し
た
、
介
護
保
険
の
利
用
料
2

割
負
担
化
の
対
象
と
す
る
「
一

定
以
上
所
得
者
の
基
準
（
案
）」

と
し
て
、「
被
保
険
者
全
体
の

上
位
約
20
％
に
該
当
す
る
合
計

所
得
金
額
1
6
0
万
円
以
上
」

を
提
案
し
た
際
、「
余
裕
が
あ

る
」
か
ら
2
割
負
担
で
も
大
丈

夫
と
の
根
拠
に
用
い
た
家
計
調

査
に
お
け
る
消
費
支
出
デ
ー
タ

が
、
実
は
別
の
収
入
階
層
の
消

費
支
出
だ
っ
た
こ
と
が
発
覚
し

た
も
の
で
あ
る
。
田
村
厚
生
労

働
大
臣
は
厚
生
労
働
委
員
会
で

こ
の
「
誤
り
」
を
認
め
、
撤

回
・
謝
罪
し
た
。
し
か
し
根
拠

を
失
っ
て
も
政
府
・
与
党
は
法

案
可
決
を
引
き
続
き
目
指
す
姿

勢
を
見
せ
た
。
協
会
は
こ
れ
を

問
題
視
し
、
6
月
12
日
に
緊
急

国
会
議
員
要
請
を
実
施
、
審
議

に
耐
え
な
い
法
案
は
廃
案
す
べ

き
と
説
得
活
動
を
行
っ
た
。
し

か
し
政
府
は
数
の
力
で
こ
れ
を

成
立
さ
せ
た
。

　
法
が
成
立
し
、
こ
こ
か
ら
は

様
々
な
政
省
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
が
国
か
ら
地
方
自
治
体
へ
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
協
会
は

引
き
続
き
、
患
者
の
医
療
を
守

り
、
国
民
皆
保
険
を
堅
持
し
、

発
展
さ
せ
る
立
場
で
手
綱
を
緩

め
ず
、
運
動
を
展
開
す
る
。

　
5
月
17
日
、
2
0
1
3
年
度

第
2
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

委
員
会
を
開
催
し
た
。
今
回
の

委
員
会
で
は
、「
2
0
1
4
年

度
診
療
報
酬
改
定
の
影
響
に
つ

い
て
」
を
テ
ー
マ
に
協
会
か
ら

情
報
提
供
を
行
っ
た
後
、
委
員

よ
り
各
地
区
か
ら
集
約
し
て
い

た
だ
い
た
意
見
等
が
報
告
さ
れ

た
。
地
区
か
ら
14
人
、
議
長
、

副
議
長
、
協
会
か
ら
4
人
が
出

席
。
岡
田
楯
彦
代
議
員
会
議
長

の
司
会
で
進
め
ら
れ
た
。

　
委
員
か
ら
は
、
今
回
新
設
さ

れ
た
「
地
域
包
括
診
療
加
算
」

に
つ
い
て
、
厚
労
省
は
、
地
域

に
根
ざ
し
た
総
合
医
を
増
や
し

て
い
こ
う
と
い
う
考
え
で
こ
う

い
っ
た
点
数
を
新
設
し
た
と
思

う
が
、
内
容
を
見
る
と
、
我
々

が
す
で
に
日
常
で
行
っ
て
い
る

こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
点
数
を
新
設
し
て
開
業
医
を
評
価
し
た

つ
も
り
だ
ろ
う
が
、
個
人
的
に

は
絶
対
に
算
定
し

な
い
。
算
定
要
件

や
記
載
方
法
等
で

現
場
は
非
常
に
混

乱
し
て
い
る
。
し

か
し
、
我
々
が
思

い
悩
む
の
で
は
な

く
、
疑
問
点
な
ど

が
あ
れ
ば
そ
の
都

度
、
厚
労
省
に
送

り
付
け
て
、
現
場

が
抱
え
て
い
る
問

題
を
認
識
さ
せ
た

ほ
う
が
い
い
と
の

意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
そ
の
一
方
で
、

別
の
委
員
か
ら

は
、
地
域
包
括
診

新
専
門
医
制
度
で
活
発
な
議
論
に

　
6
月
18
日
、
参
議
院
本
会
議

で
医
療
・
介
護
総
合
確
保
法

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
）
が
成
立
し
た
。

　
先
行
し
て
2
0
1
4
年
度
診

療
報
酬
改
定
が
、
そ
し
て
法
成

立
と
相
前
後
し
て
「『
日
本

再
興
戦
略
』
改
訂
2
0
1

4
」「
経
済
財
政
運
営
と
改

革
の
基
本
方
針
2
0
1
4
」

「
規
制
改
革
実
施
計
画
」

と
、
成
長
戦
略
に
絡
む
三
つ
の

閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
。
ま

た
、
安
倍
首
相
が
意
気
揚
々
と

「
患
者
申
出
療
養
（
仮
称
）」

（
新
た
な
混
合
診
療
拡
大
策
等
）

を
提
案
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
き

が
、
総
合
確
保
法
成
立
と
連
動

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
現
政
権
が
医
療
分
野
に
お

け
る
「
給
付
抑
制
」
と
「
産
業

化
」
を
、
2
正
面
で
進
め
て
い

療
加
算
の
算
定
に
求
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
内
容
は
以
前
か
ら

取
り
組
ん
で
き
た
。
今
ま
で

や
っ
て
き
た
こ
と
が
、
評
価
さ

れ
た
と
思
い
算
定
し
て
い
る
と

の
意
見
も
出
さ
れ
た
。

　
別
の
委
員
か
ら
は
、
2
0
1

7
年
か
ら
新
し
い
専
門
医
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
中
で
総

合
診
療
医
を
専
門
医
と
し
て
位

置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

総
合
診
療
専
門
医
の
資
格
を

持
っ
た
医
師
と
我
々
既
存
の
医

師
と
の
関
係
が
ど
う
な
る
の
か

不
安
で
あ
る
。
ま
た
、
総
合
診

療
専
門
医
が
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー

役
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
由
開
業
医
制
が
阻
害
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

心
配
す
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ

る
と
と
も
に
、
今
後
の
動
き
な

ど
に
つ
い
て
質
問
が
出
さ
れ
た
。

　
協
会
か
ら
は
、
具
体
的
な
制

度
設
計
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い

が
、
既
存
の
医
師
が
総
合
診
療

専
門
医
と
し
て
や
っ
て
い
く
の

は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
従
来
の
医
師
と
総
合
診
療

専
門
医
の
資
格
を
持
っ
た
医
師

の
二
極
分
化
が
進
み
、
お
そ
ら

く
総
合
診
療
専
門
医
に
は
診
療

報
酬
点
数
が
高
く
設
定
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　
し
か
し
、
す
べ
て
の
地
域
に

総
合
診
療
専
門
医
を
配
置
す
る

こ
と
は
難
し
い
の
で
、
お
そ
ら

く
従
来
の
開
業
医
と
総
合
診
療

専
門
医
が
混
在
す
る
形
で
運
営

さ
れ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
仮
に
総
合
診
療

専
門
医
が
制
度
化
さ
れ
て
も
、

こ
れ
ま
で
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
と

い
う
シ
ス
テ
ム
の
も
と
日
本
の

医
療
は
う
ま
く
機
能
し
て
き
た

の
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
守
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
答
え

た
。 

　
最
後
に
、
茨
木
和
博
副
議
長

が
、
今
後
の
総
合
診
療
専
門
医

の
動
向
が
気
に
な
る
。
イ
ギ
リ

ス
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
か
か
り

つ
け
医
を
受
診
し
な
い
と
専
門

医
を
受
診
で
き
な
い
と
い
う
状

態
だ
け
は
避
け
た
い
。
日
本
で

は
、
も
っ
と
緩
や
か
な
制
度
で

運
用
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
今

後
も
引
き
続
き
日
本
の
医
療
制

度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
し
っ

か
り
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
述
べ
た
。

る
こ
と
が
い
よ
い
よ
明
白
と

な
っ
た
。

　
総
合
確
保
法
の
成
立
で
、
10

月
1
日
か
ら
施
行
と
な
る
「
病

床
機
能
報
告
制
度
」
が
、
川
上

の
改
革
＝
機
能
分
化
（
そ
れ
に

よ
る
病
床
削
減
・
平
均
在
院
日

数
短
縮
）
の
第
一
弾
と
な
る
。

わ
が
国
の
医
療
へ
の
影
響
は
文

字
通
り
「
大
転
換
」
を
も
た
ら

す
も
の
と
な
る
。

　
病
床
機
能
報
告
を
受
け
、
都

道
府
県
は
「
2
0
2
5
年
の
医

療
提
供
体
制
」
を
地
域
医
療
構

想
に
ま
と
め
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
現
在
の
「
基
準
病
床
数
」

だ
け
で
な
く
、「
病
床
機
能
別

の
必
要
量
」
が
決
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
構
想
を
実
現
す
る

談
　
話

医
療
・
介
護
総
合
確
保
法
が
成
立

今
後
は
地
方
自
治
体
が
舞
台
に

た
め
、
都
道
府
県
は
新
た
な
権

限
を
持
た
さ
れ
る
。
そ
の
過
程

に
お
い
て
診
療
報
酬
に
よ
る
誘

導
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
地
域

医
療
構
想
へ
の
位
置
付
け
自
体

が
、
算
定
要
件
と
な
る
可
能
性

が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
さ

に
、
都
道
府
県
が
医
療
費
の
抑

制
主
体
と
し
て
、
重
大
な
役
割

を
担
う
時
代
の
幕
開
け
で
あ
る
。

　
一
方
、「
新
た
な
成
長
エ
ン

ジ
ン
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
医

療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
成
長
産

業
化
が
展
開
さ
れ
る
。
川
上
に

創
設
さ
れ
る
「
臨
床
研
究
中
核

病
院
」
は
、
新
薬
創
出
を
目
指

し
た
再
生
医
療
の
研
究
・
開
発

に
公
費
を
注
ぎ
こ
む
舞
台
と
な

り
、
一
方
で
患
者
申
出
療
養
や

日
本
版
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ネ
ー
ト

ユ
ー
ス
等
、
混
合
診
療
本
格
解

禁
の
拠
点
と
な
る
。

　
同
時
に
、
病
床
削
減
・
平
均

在
院
日
数
短
縮
の
受
け
皿
で
あ

る
川
下
の
改
革
＝
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
構
築
で
は
、
シ
ス

テ
ム
自
体
が
民
間
営
利
産
業
に

委
ね
ら
れ
か
ね
な
い
。
地
域
の

医
療
・
介
護
は
民
間
営
利
産
業

と
結
び
つ
い
た
非
営
利
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
方
式
に

よ
る
「
メ
ガ
医
療
・
介
護
事
業

体
」
に
委
ね
ら
れ
る
。
地
域
の

開
業
医
も「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
医

療
・
介
護
保
険
の
給
付
か
ら
切

捨
て
ら
れ
た
ニ
ー
ズ
は
、
ヘ
ル

ス
ケ
ア
産
業
の
食
い
物
と
な

る
。「
自
助
」
で
医
療
・
福
祉

を
購
入
せ
ね
ば
自
ら
の
生
命
を

守
れ
な
い
事
態
が
横
行
す
る
。

経
済
的
事
情
が
生
命
と
健
康
を

左
右
す
る
時
代
の
幕
開
け
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
最
悪
の
シ
ナ
リ

オ
の
ペ
ー
ジ
が
今
、
め
く
ら
れ

つ
つ
あ
る
。

　
私
た
ち
医
療
者
が
、
安
心
し

て
よ
い
医
療
を
追
求
し
、
患
者

の
生
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、「
保
険
で
良
い

医
療
を
全
て
提
供
で
き
る
皆

保
険
制
度
」
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
命
運
を
握
る

の
は
、
国
民
の
声
と
支
持
で

あ
る
。
私
た
ち
は
、
今
日
の

医
療
・
介
護
改
革
の
底
流
に
あ

る
新
自
由
主
義
改
革
に
対
抗

し
、
社
会
保
障
で
幸
せ
に
な
れ

る
国
の
実
現
を
患
者
・
国
民
と

共
に
目
指
す
運
動
の
前
進
に
よ

り
、
こ
の
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
を

撤
回
さ
せ
る
べ
く
取
り
組
み
を

強
化
す
る
決
意
で
あ
る
。

　
　

 

2
0
1
4
年
6
月
30
日

　
　

 

京
都
府
保
険
医
協
会

 

副
理
事
長　
渡
邉 

賢
治

最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
せ
な
い
た
め
に

総
合
確
保
法
成
立
に
あ
た
っ
て

コミュニケーション委員会で意見交換

地域包括診療加算をどう評価？
総合診療専門医で日本の医療どうなる？

第653回 社会保険研究会
クラウドシステムを利用した在宅医療連携
講　師 在宅医ネットよこはま代表
 オカダ外科医院 院長　岡田 孝弘 氏
日　時 7月19日（土） 午後４時～６時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
内　容 ①クラウドシステムを利用した在宅医療連携
 ②ミニ講習会　在宅医療における多職種連携と診療報酬
主　催 京都府保険医協会
　※ 参加は無料、事前申込は不要です。コメディカルの方もご参加いただけ
ます。日医生涯教育講座対象の研究会です。

〈岡田先生からのメッセージ〉最近の横浜の在宅医療の現場は、在院日数の短縮に伴い、医療依存度の高
い患者でも病院を退院させられ、在宅療養しています。この患者達は医療と介護の両面で大勢の人達が支
えなければ、在宅で安心した生活はできません。病状の変化などに対し電話、FAX、メールで情報共有す
るのは限られた人の間でしか行えず、全体で情報共有することは出来ません。そこでクラウドシステムを
利用すると安全にリアルタイムに患者情報を多職種間でも確実に共有することが可能となり、患者も家族
も安心して在宅療養生活ができるので、長期間の在宅療養も可能となると考えています。

開催時間に
ご注意下さい
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保
険
者
に
よ
る
直
接
審
査
に
向
け
規
制
改
革

皆
保
険
制
度
を
守
る
た
め
強
く
反
対

JR京都駅
中央口（ ）

　
規
制
改
革
会
議
は
6
月
13
日
、「
規
制
改
革
に
関
す
る
第
2
次
答
申
」
を
発
表
し
た
。「
患

者
申
出
療
養
（
仮
称
）」
等
の
提
案
に
紛
れ
て
、「
保
険
者
が
ま
ず
全
て
の
レ
セ
プ
ト
を
直
接

審
査
す
る
仕
組
み
の
導
入
」
を
打
ち
出
し
た
。
2
0
1
4
年
度
中
に
検
討
し
、
結
論
を
得

次
第
、
措
置
す
る
と
し
て
い
る
。
支
払
基
金
・
国
保
連
合
会
に
よ
る
民
主
的
な
審
査
と
迅
速

な
支
払
い
は
国
民
皆
保
険
制
度
の
根
幹
で
あ
り
、
協
会
は
保
険
者
に
よ
る
直
接
審
査
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
朝
日

新
聞
は
6
月
13
日
付
朝
刊
で
、

「
厚
生
労
働
省
は
、
病
院
か
ら

の
医
療
費
請
求
の
審
査
を
2
団

体
が
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
現
状

を
来
年
度
か
ら
改
め
、
ま
ず
企

業
の
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
保

険
者
が
点
検
し
、
問
題
の
あ
る

請
求
書
だ
け
2
団
体
の
審
査
に

出
す
仕
組
み
を
導
入
す
る
方
針

を
固
め
た
」
と
、
あ
た
か
も
既

定
路
線
か
の
よ
う
に
報
道
し

た
。
保
団
連
が
厚
労
省
に
確
認

し
た
と
こ
ろ
、「
現
時
点
で
省

の
方
針
で
は
な
い
」
と
し
な
が

ら
、「
閣
議
決
定
さ
れ
れ
ば
検

討
す
る
」と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　
規
制
改
革
会
議
「
第
2
次
答

申
」
に
よ
る
と
、「
保
険
者
機

能
の
充
実
・
強
化
に
向
け
た
環

境
整
備
」
と
し
て
、「
保
険
者

が
ま
ず
全
て
の
診
療
報
酬
明
細

書
の
点
検
を
可
能
と
す
る
仕
組

み
の
導
入
（
2
0
1
4
年
度
検

討
・
結
論
、
結
論
を
得
次
第
措

置
）」
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、「
現
行
法
に
お

い
て
、
審
査
支
払
機
関
の
審
査

の
前
に
点
検
す
る
こ
と
を
希
望

す
る
保
険
者
は
、
希
望
ど
お
り

に
支
払
基
金
又
は
国
保
連
が
審

査
す
る
前
に
請
求
内
容
の
点
検

を
行
い
、
疑
義
が
あ
る
診
療
報

酬
明
細
書
の
み
を
支
払
基
金
又

は
国
保
連
に
審
査
依
頼
を
行
う

こ
と
が
選
択
可
能
で
あ
る
」
の

で
、「
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
審
査
支
払
業
務
の
効
率
化

を
図
る
べ
き
と
の
指
摘
を
踏
ま

え
、
必
要
と
な
る
シ
ス
テ
ム
の

改
修
、
保
険
者
に
周
知
す
べ
き

手
続
内
容
、
審
査
手
数
料
の
在

り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行

い
、
結
論
を
得
る
」
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
一
次
審
査
（
原

審
査
）
は
保
険
者
が
行
い
、
二

次
審
査
（
再
審
査
）
だ
け
を
審

査
委
員
会
に
委
託
す
る
と
い
う

制
度
に
変
え
よ
う
と
い
う
も
の

だ
。

通
知
で
解
禁
で
き
る
危
険
性

支
払
遅
延
で
保
険
医
が

追
い
つ
め
ら
れ
る
こ
と
に

　
で
は
、
現
行
法
で
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。
健
保
法
は

第
76
条
第
5
項
で
「
保
険
者

は
、
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る

事
務
を
支
払
基
金
又
は
国
民
連

合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
審

査
委
託
は
義
務
で
は
な
い
（
国

保
法
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
も

同
じ
）。
し
か
し
、
健
康
保
険

組
合
な
ど
に
対
し
て
支
払
基
金

に
審
査
・
支
払
を
委
託
す
る
こ

と
を
事
実
上
強
制
し
て
い
た
通

知
（
1
9
4
8
年
厚
生
省
保

険
局
長
通
知
）
が
存
在
し
て
い

た
た
め
、
保
険
者
が
レ
セ
プ
ト

を
直
接
審
査
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
2
0
0
1
年
12
月
、

総
合
規
制
改
革
会
議
が
「
第
1

次
答
申
」
で
「
保
険
者
に
よ
る

レ
セ
プ
ト
の
審
査
・
支
払
」
を

打
ち
出
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

厚
労
省
は
上
記
の
通
知
を
廃

止
。
直
接
審
査
が
可
能
と
な
っ

た
が
、
①
医
療
機
関
と
の
合
意

が
必
要
、
②
合
意
し
た
医
療
機

関
の
全
て
の
レ
セ
プ
ト
を
当
該

保
険
者
が
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
③
合
意
は
当
該
保
険

組
合
の
規
約
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
―
の
3
点
が
ボ
ト

ル
ネ
ッ
ク
と
な
り
、
現
在
ま
で

医
療
機
関
の
レ
セ
プ
ト
を
直
接

審
査
し
て
い
る
保
険
者
は
な

か
っ
た
。

　
し
か
し
、
今
回
の
「
第
2
次

答
申
」
は
、
①
医
療
機
関
と
の

合
意
要
件
を
撤
廃
し
、
医
療
機

関
へ
の
通
知
で
足
り
る
こ
と
と

す
る
、
②
疑
義
が
あ
る
レ
セ
プ

ト
の
み
を
支
払
基
金
又
は
国
保

連
合
会
に
審
査
依
頼
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
て
し
ま
う
、
③
医

療
機
関
名
の
組
合
規
約
へ
の
記

載
は
不
要
に
す
る
―
等
、
厚
労

省
に
通
知
の
改
正
を
求
め
る
。

こ
こ
ま
で
要
件
を
緩
和
さ
れ
て

し
ま
う
と
、
大
規
模
な
健
保
組

合
な
ど
、
手
上
げ
す
る
保
険
者

が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
支
払
基
金
・
国
保
連
合
会
の

両
審
査
委
員
会
は
、
診
療
担
当

者
代
表
、
保
険
者
代
表
、
学
識

経
験
者
、
ま
た
は
公
益
代
表
の

三
者
か
ら
な
り
、
委
員
は
保
険

医
が
務
め
て
い
る
。
保
険
者
に

よ
る
直
接
審
査
は
、
戦
後
の
公

的
保
険
医
療
の
普
及
と
皆
保
険

制
度
の
確
立
に
努
力
し
た
保
険

医
運
動
の
遺
産
を
形
骸
化
し
、

現
場
を
尊
重
し
た
審
査
の
崩
壊

を
も
た
ら
す
危
険
性
が
あ
る
。

　
支
払
遅
延
も
心
配
だ
。
規
制

改
革
会
議
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
で
は
、「
疑
義
が
あ
る

レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
支
払
い
を

遅
ら
せ
て
、
基
金
の
判
断
を
待

つ
」
等
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ

て
い
る
。

　
支
払
基
金
の
創
設
以
前
は
、

支
払
遅
延
が
深
刻
で
あ
っ
た
た

め
、
保
険
診
療
は
軽
視
さ
れ
て

い
た
。
1
9
4
8
年
に
支
払
基

金
が
設
立
さ
れ
、
審
査
・
支
払

が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
り
保
険
診
療
が
広
く
浸
透

し
た
。
疑
義
の
あ
る
レ
セ
プ
ト

が
支
払
遅
延
さ
れ
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
保
険
者
の
力
が
強
く
な

り
、
勝
手
な
解
釈
で
現
場
無
視

の
審
査
が
横
行
、
支
払
遅
延
が

頻
発
し
て
、
現
物
給
付
の
原
則

が
崩
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
保
険
者
に
よ
る
直
接
審
査
の

実
施
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

第67回 定期総会
日時

場所

内容

ホテルグランヴィア京都 3F「源氏の間」

① 2013年度活動報告ならびに決算報告
② 2014年度活動方針（案）ならびに予算（案）
③ 規約改正（案）

（会員：1,000円、家族・従事者：5,000円）

演 題　「言葉の力」
講 師　京都産業大学総合生命科学部教授
 歌人・京都大学名誉教授 永田 和宏 氏

1. 第67回定期総会 午後 1 時～ 3 時

2. 講演会 午後 3 時10分～ 4 時50分

　人間の宿命としていつかは死なねばならない。死の前においてのみ、人は
平等である。家族を残して行く場合も、また家族の誰かを送る場合もあるだ
ろう。死という避け得ない場面において、人は自分の思いを何とか相手に伝
えたいと願う。しかし、自らの心の奥深くから出てくるもっとも相手に伝え
たい思いほど、言葉にするのがむずかしく、言葉にしてしまうと薄っぺらく

感じてしまうものである。言葉のそんな困難性のま
えに、逝く人も、また送る人も、言葉から置いてき
ぼりをくうのではないか。
　いっぽうで言葉がきわめて強い力を発揮する事も
事実である。私は歌人として生きてきたものである
が、歌としての言葉が、日常性を越えたところでど
れほど強い力をもつものであるかを、妻の臨終のと
きに実感することとなった。そんな経験をも踏まえ
て、言葉のもつ力について話をしたい。

永田和宏氏講演要旨

第187回定時代議員会合併

7月27日 日  午後 1 時～午後 7 時頃

3. 懇親会 午後 5 時～ 7 時頃（ ）チアリーディング・ワイン
テイスティング・福引き

同志社大学應援團による華やかなパフォーマンス。
ブラスバンドの演奏で盛り上げます。

アミスマルシェ2014
今年も各種物品販売を

行います！

新規開業医向け
保険講習会Ｂ

保険講習会Ａ

※ 準備の都合上、前日までに協会事務局（☎075‒212‒
8877）までお申込み下さい。

新規開業前後の医師、 従事者の方が対象ですが、 新規
開業でなくても日常診療整備の目的でご参加下さい！

日 時 7月17日（木） 午後２時～４時
内 容 ①医療法立入検査対策　②新規個別指導対策

日 時 8月21日（木） 午後２時～４時
内 容 ①保険基礎知識　②レセプト審査対策
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こ
の
4
月
か
ら
消
費
税
が
8

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
今
次
診

療
報
酬
改
定
も
実
施
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
診
断
書
料
や

処
方
に
関
し
て
ど
う
い
う
対
応

を
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
代
議

員
の
方
々
に
き
い
た
。

半
数
が
診
断
書
料

値
上
げ
せ
ず

　
消
費
税
引
上
げ
に
伴
う
診
断

書
料
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
半

数
が
値
上
げ
せ
ず
、
31
・
8
％

が「
3
％
分
相
当
の
値
上
げ
」、

13
・
6
％
が
「
10
％
時
に
改
め

て
考
え
る
」、「
5
％
分
を
見
込

ん
で
値
上
げ
」「
10
％
時
に
値

上
げ
す
る
予
定
」
が
そ
れ
ぞ
れ

2
・
3
％
だ
っ
た
。（
図
1
）

6
割
以
上
が

院
内
処
方
を
維
持

　
消
費
税
引
き
上
げ
を
受
け
て

処
方
の
変
更
を
し
た
か
に
つ
い

て
、
61
・
4
％
が
「
院
内
処
方

を
変
え
る
つ
も
り
な
い
」、

20
・
5
％
が
「
も
と
も
と
院
外

処
方
な
の
で
変
更
な
し
」、「
院

外
処
方
に
変
更
」「
10
％
時
に

院
外
処
方
に
変
更
」
が
そ
れ
ぞ

れ
6
・
8
％
だ
っ
た
。（
図
2
）

処
方
内
容
の

変
更
は
1
割
未
満

　
さ
ら
に
、
院
内
処
方
の
医
療

機
関
で
消
費
税
引
き
上
げ
後
に

起
こ
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、

61
・
4
％
は
「
特
に
変
わ
り
な

し
」
と
し
た
が
、
9
・
1
％
が

「
取
り
扱
う
薬
剤
変
え
た
」、
薬

剤
や
衛
生
材
料
の
「
便
乗
値
上

げ
が
あ
っ
た
」
は
ぞ
れ
ぞ
れ

4
・
5
％
、「
処
方
期
間
の
短

縮
」
を
し
た
と
い
う
回
答
は
な

か
っ
た
。（
図
3
）

リ
ハ
減
算
に
つ
い
て
は

認
知
度
低
く

　
過
去
1
年
間
に
介
護
保
険
に

お
け
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
（
介
護
予
防
含
む
）
の

実
績
の
な
い
医
療
機
関
が
、
要

介
護
・
要
支
援
者
の
入
院
外
の

維
持
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
算
定
す
る
場
合
は
10
％
の
減

算
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
77
・
3
％
が
「
知
ら
な

か
っ
た
」、
11
・
4
％
が
「
介

護
保
険
へ
の
誘
導
が
お
か
し

い
」
と
し
た
。
介
護
保
険
に
お

い
て
維
持
期
リ
ハ
を
す
る
か
に

つ
い
て
は
13
・
6
％
が
「
な

い
」、
6
・
8
％
が
「
進
め
た

い
」
と
し
た
。（
図
4
）

　
国
税
通
則
法
が
改
正
さ
れ
、

2
0
1
3
年
1
月
1
日
か
ら
実

施
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
で
、
税

務
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
納
税
者
本
人
と
税
務
代
理

人
の
双
方
に
11
項
目
を
通
知
す

る
こ
と
が
原
則
化
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
14
年
3
月
20
日
に

再
改
正
さ
れ
、
7
月
1
日
以
後

に
行
う
事
前
通
知
に
つ
い
て

は
、
税
務
代
理
権
限
証
書
に
、

納
税
者
の
同
意
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
税
務
代
理
人

に
対
し
て
す
れ
ば
足
り
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

　
税
務
代
理
権
限
証
書
と
は
、

税
理
士
が
税
務
に
お
け
る
代
理

人
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
権
限

を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

で
、
納
税
者
が
税
理
士
ま
た
は

税
理
士
法
人
に
対
し
て
税
務
代

理
を
委
任
す
る
も
の
。

　
「
調
査
の
通
知
に
関
す
る
同

意
」
欄
に　
印
を
つ
け
れ
ば
、

税
務
調
査
の
事
前
通
知
は
依
頼

し
た
税
理
士
の
み
に
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
納
税
者
本
人
が
事

前
通
知
を
受
け
る
こ
と
を
希
望

す
る
場
合
は
、
こ
の
書
面
で
同

意
す
る
と
事
前
通
知
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
ご

注
意
い
た
だ
き
た
い
。

　
7
月
か
ら
今
年
度
の
税
務
調

査
が
本
格
化
す
る
。
税
務
調
査

を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
月
刊

保
団
連
『
保
険
医
へ
の
税
務
調

査
―
2
0
1
3
年
改
訂
版
―
』

（
2
0
1
3
年
9
月
10
日
発
行
）

を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

月
刊
保
団
連『
保
険
医
へ
の
税

務
調
査
』2
0
1
3
年
改
訂
版

　
京
都
高
齢
者
大
学
健
康
講
座

の
第
3
講
は
、
協
会
の
吉
中
理

事
が
講
師
を
務
め
た
。
テ
ー
マ

は
、「
百
歳
の
心
臓
・
血
管
の

話
」。
吉
中
理
事
の
外
来
患
者

さ
ん
に
は
、
今
現
在
1
0
0
歳

を
超
え
て
い
る
人
は
い
な
い

が
、
90
歳
を
超
え
て
外
来
に
来

る
人
は
、
若
い
こ
ろ
病
を
得
て

い
た
人
で
も
、み
な「
自
然
流
」

「
柳
に
風
」
の
し
な
や
か
さ
が

あ
っ
て
大
変
お
元
気
だ
と
い
う

こ
と
。
糖
尿
病
や
高
脂
血
症
、

肥
満
な
ど
の
人
は
お
ら
ず
、
皆

一
様
に
痩
せ
気
味
で
、
心
臓
も

血
管
も
大
変
き
れ
い
だ
と
説
明

さ
れ
る
と
、
出
席
者
か
ら
は
、

た
め
息
が
漏
れ
た
。

　
心
臓
や
血
管
と
ど
う
つ
き
あ

う
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
入
っ
て

か
ら
は
、
心
臓
と
い
う
臓
器
の

特
徴
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
上

で
、 高
血
圧
、 心
筋
梗
塞
、 狭
心

症
、
動
脈
硬
化
、
弁
膜
症
、
心

不
全
の
説
明
へ
と
進
み
、
今
日

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
風

船・ス
テ
ン
ト
治
療
、バ
イ
パ
ス

手
術
な
ど
に
つ
い
て
わ
か
り
や

す
く
説
明
し
た
。

　
最
後
に
、
右
京
区
在
住
で
1

0
0
ｍ
走
や
砲
丸
投
げ
の
高
年

齢
記
録
保
持
者
と
し
て
ギ
ネ
ス

認
定
さ
れ
て
い
る
1
0
3
歳
の

人
の
日
常
や
心
エ
コ
ー
な
ど
を

紹
介
。 驚
く
ほ
ど 「
美
し
い
」 心

臓
の
姿
に
、
再
び
出
席
者
一
同

が
驚
き
の
声
を
あ
げ
て
い
た
。

　
次
回
は
、
7
月
3
日
（
木
）

「
脳
・
神
経
系
の
応
用
医
学
と

耳
鼻
科
の
臨
床
」
で
、
西
陣
医

師
会
の
垣
田
敬
治
先
生
に
講
師

を
務
め
て
い
た
だ
く
。
高
齢
者

大
学
は
、中
途
入
学
や
単
月（
1

回
1
0
0
0
円
）
で
の
参
加
も

可
能
な
の
で
患
者
さ
ん
に
ぜ
ひ

お
勧
め
い
た
だ
き
た
い
。
問
い

合
わ
せ
は
、協
会
事
務
局
ま
で
。

税
務
代
理
権
限
証
書

ココに　をつけると
税務調査の事前通知は
税理士のみにされ、
納税者にはされない。

私もおすすめします
 理事　山本　博

4 ～ 8 年  ➡ 8 年まで設定可能 !
➡ 10年まで設定可能 !

●リース期間ごとにリース料低料金に統一

●リース設定期間を変更
新規開業医
融資利用者

2014年 6 月から !

　会員の多くの皆様が知らないと思いますが、かくい
う私も知らなかったのですが、京都府保険医協会が
リースを斡旋しています。先日レセコンを買い替えま
した。今までは、メーカーのいわれるままにリースを
契約していました。今回、京都銀行の子会社である京
銀リースを知り、契約を結びました。担当の方もとても親切で、気持ちよ
くリース契約が出来ました。利率も今までのリースよりもよく、経費削減
の一助となりました。会員の皆様も是非とも、次回リースを組まれる時
は、京都府保険医協会のリースをご検討されてはいかがでしょうか。

講義内容と講師 日　時
①普段よくみられる耳鼻科の病気
　鈴木 由一（耳鼻咽喉科鈴木医院院長） 9/4（木）

②ロコモティブシンドローム－高齢者がなりやすい病気、骨折
　田中 伸明（田中整形外科医院院長） 10/2（木）

③身近な視覚障害　　　　草田 英嗣（草田眼科医院院長） 11/6（木）
④いつも快適、排尿生活　砺波 博一（となみクリニック院長） 12/4（木）
⑤高齢になると生じやすい皮膚のトラブル
　山田 一雄（山田皮膚科医院院長） 15/2/5（木）

⑥癌とは　　　　　　　　山本　博（山本医院院長） 15/3/5（木）

健康講座 　　 病気とどうつきあうか
日　時 第１木曜 14:00～16:00（④のみ13:30～15:30）
会　場 京都高齢者大学烏丸学舎（⑤のみ河原町学舎）
定　員　50人
今後の予定

代議員月例
アンケート81

対
象
者
＝
代
議
員
92
人　

回
答
数
＝
44
（
回
答
率
48
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
4
年
5
月
29
日
〜
6
月
3
日

消
費
税
引
上
げ
と
今
次
改
定
を
受
け
て

10％時に値上げを
する予定 2.3％5％分を見込んで

値上げした 2.3％
10％時に改めて
考える 13.6％

3％分相当の
値上げをした
31.8％

値上げはしない
 50.0％

その他 2.3％10％時に院外処方に
変更検討 6.8％
院外処方に
変更 6.8％

元々
院外処方
20.5％

院内処方を
変えない 61.4％

0.0％

4.5％

4.5％

9.1％

61.4％特に変わったことはない

取り扱う薬剤を変えた

薬剤の便乗値上げあった
衛生材料など

便乗値上げあった
処方期間を短縮した

0.0％

6.8％

11.4％

13.6％

77.3％リハを行っていない
ので知らなかった

介護保険で維持期リハを
するつもりはない
介護保険への誘導の

仕方がおかしい
介護保険において

維持期リハを進めたい
その他

図 1　診断書料について

図 2　処方について

図 3　消費税引上げ後の事例について

図 4　リハの減算について

国 税 通 則 法 が 再 改 正
税務調査事前通知で変更あり!
納税者へ連絡希望の場合はご注意を

6
月
講
義
は
吉
中
理
事

こ
れ
が
百
歳
の
心
臓
!?
一
同
驚
き

京都2014
高齢者大学

講師を務める吉中理事

　リ－スの対象物件は医療機器・OA機器等、医業経営に関連する全ての
ものが含まれ、自動車等にも設定できます。リース期間やリース料を下記
の通り変更し、より利用しやすく改善しています。
　リースをお考えの場合は、ぜひ協会に声をおかけ下さい！

協会提携リースをより利用しやすく！

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 5 日第 2 8 9 8 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



2014年（第34回）平和のための京都の

　
Ｑ
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
高
齢

受
給
者
の
一
部
負
担
を
法
律
上

の
2
割
か
ら
1
割
と
す
る
軽
減

特
例
措
置
が
見
直
さ
れ
、
14
年

4
月
2
日
以
降
に
70
歳
に
な
る

患
者
さ
ん
は
、
5
月
診
療
分
か

ら
2
割
負
担
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　
5
月
20
日
に
70
歳
に
な
っ
た

患
者
さ
ん
が
6
月
25
日
に
受
診

さ
れ
、
被
保
険
者
証
と
2
割
の

高
齢
受
給
者
証
、
さ
ら
に
老
人

医
療
費
助
成
制
度
41
の
受
給
者

証
（
負
担
割
合
：
1
割
負
担
）

を
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
場

合
、
一
部
負
担
は
2
割
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
1
割
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　
Ａ
、
ご
質
問
の
通
り
、
高
齢

（
60
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
左
上
顎
扁
平
上
皮
癌
で
入

院
。
左
上
顎
腫
瘍
摘
出
術
を
施

行
し
た
が
、
術
後
に
遊
離
腹
直

筋
皮
弁
が
壊
死
し
た
為
、
壊
死

組
織
の
除
去
術
を
施
行
し
て
、

頬
骨
弓
部
の
被
覆
術
を
行
っ

た
。
生
検
の
結
果
、
腫
瘍
の
残

存
が
確
認
さ
れ
た
の
で
放
射
線

照
射
と
科
学
療
法
を
併
用
し
な

が
ら
、ネ
ク
ロ
ト
ミ
ー（
清
掃
）

を
施
行
し
た
。
か
な
り
の
苦
痛

を
伴
う
処
置
な
の
で
、
週
に
1

回
局
所
麻
酔
下
で
手
術
室
に
て

ネ
ク
ト
ロ
ミ
ー
を
施
行
し
た
。

そ
の
後
、
人
工
呼
吸
器
の
使
用

開
始
に
よ
り
集
中
的
処
置
が
可

能
と
な
っ
た
た
め
、
同
日
壊
死

組
織
お
よ
び
感
染
骨
の
多
く
を

除
去
し
た
が
、
そ
の
際
に
動
脈

損
傷
に
よ
る
多
量
出
血
を
来
し

出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
と
な
っ
た
。

　
数
日
後
に
血
管
を
中
枢
側
で

結
紮
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
全

身
麻
酔
下
に
手
術
を
施
行
し
た

が
、
出
血
部
位
は
す
で
に
止
血

し
て
い
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
終

了
と
な
っ
た
。
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
舌
根

部
癌
が
疑
わ
れ
、
Ｃ
Ｔ
で
左
肺

野
に
陰
影
を
認
め
肺
転
移
が
疑

わ
れ
、
余
命
は
数
カ
月
か
ら
1

〜
2
年
と
家
族
に
説
明
し
た
。

そ
の
後
、
患
者
は
死
亡
退
院
。

　
遺
族
の
主
張
は
以
下
の
通

り
。①
手
術
承
諾
書
を
は
じ
め
、

カ
ル
テ
に
多
数
改
竄
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
る
②
誤
投
薬
が
あ
っ

た
③
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

セ
ン
ト
が
成
立
し
て
い
な
い
の

　
世
の
中
の
仕
事
は
、
決
め
ら
れ

た
範
囲
で
終
わ
る
も
の
ば
か
り
で

は
な
い
。
過
大
な
課
題
や
ノ
ル
マ

の
達
成
を
求
め
ら
れ
た
ら
、
労
働

時
間
は
当
然
長
く
な
る
。
自
分
で

積
極
的
に
テ
ー
マ
を
探
す
仕
事
だ

と
、
や
る
こ
と
に
際
限
が
な
い
。

　
ブ
レ
ー
キ
が
な
い
と
、
好
む
と

好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
仕

事
漬
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
日
本
は
、
時
間
外
労
働
の
割
増

率
が
低
い
う
え
、
不
払
い
残
業
が

横
行
し
、
有
給
休
暇
の
消
化
率
も

低
い
。
ブ
レ
ー
キ
装
置
を
し
っ
か

り
さ
せ
て
、
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ

ン
ス
を
是
正
す
る
こ
と
が
、
労
働

政
策
の
重
要
な
課
題
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
長
時
間
働
い
て
も

残
業
代
は
な
し
、
賃
金
は
成
果
で

決
ま
る
。
そ
う
い
う
制
度
を
つ
く

る
方
針
が
安
倍
政
権
の
「
成
長
戦

略
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

　
労
働
基
準
法
で
は
、
管
理
監
督

者
、
機
密
事
項
取
扱
者
、
農
業
・

水
産
業
・
畜
産
業
、
監
視
・
断
続

的
労
働
を
労
働
時
間
の
規
制
か
ら

外
し
て
い
る
ほ
か
、「
み
な
し
労

働
時
間
」
で
賃
金
を
決
め
る
制
度

を
3
種
類
、
認
め
て
い
る
。

　
①
事
業
場
外
の
み
な
し
労
働
時

間
制
（
外
回
り
の
営
業
な
ど
）
②

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
（
研
究

開
発
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
、

新
聞
・
出
版
・
放
送
の
取
材
・
編

集
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
イ
ン
テ

リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
コ

ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト

創
作
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
、
金
融

商
品
開
発
、
大
学
教
員
、
公
認
会

計
士
・
弁
護
士
・
建
築
士
等
）
③

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
（
事
業

の
企
画
・
立
案
・
調
査
・
分
析
）

　
実
際
の
労
働
時
間
が
み
な
し
労

働
時
間
よ
り
長
く
て
も
短
く
て
も

賃
金
は
変
わ
ら
な
い
（
深
夜
・
休

日
労
働
は
別
）。
裁
量
労
働
で
は

業
務
の
遂
行
方
法
や
時
間
配
分
は

労
働
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。

　
今
回
の
方
針
は
、
み
な
し
労
働

時
間
制
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
全

般
が
対
象
に
な
り
う
る
新
た
な
類

型
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
る
（
も
し
特
殊
な
専
門
的

業
務
を
加
え
た
い
な
ら
、
厚
生
労

働
大
臣
が
②
の
職
種
を
追
加
指
定

す
る
だ
け
で
で
き
る
）。

　
年
収
1
0
0
0
万
円
以
上
、
本

人
の
同
意
と
い
っ
た
条
件
を
政
府

は
挙
げ
て
い
る
が
、
い
っ
た
ん
導

入
す
れ
ば
拡
大
は
た
や
す
い
。
成

果
が
数
字
で
客
観
的
に
示
さ
れ
る

仕
事
は
限
ら
れ
て
い
る
。

　
「
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
」
が

う
た
い
文
句
だ
が
、
目
的
が
賃
金

の
削
減
で
あ
る
こ
と
は
見
え
見
え

だ
。「
生
産
性
の
向
上
」
も
能
力

や
技
術
の
向
上
で
は
な
く
、
人
件

費
を
減
ら
し
て
企
業
の
利
益
を
増

や
す
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
そ
れ

が
経
済
全
体
に
プ
ラ
ス
に
な
る
の

か
、
は
な
は
だ
疑
問
だ
。

　
医
療
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
健

康
確
保
の
観
点
か
ら
軽
視
で
き
な

い
問
題
で
あ
る
。
過
労
死
、
過
労

自
殺
が
後
を
絶
た
な
い
中
で
、
長

時
間
労
働
で
心
身
を
損
ね
る
労
働

者
が
増
え
か
ね
な
い
。
過
労
死
防

止
基
本
法
が
成
立
し
た
の
に
、
歯

止
め
を
減
ら
し
て
よ
い
の
か
。

　
労
働
基
準
法
は
「
人
た
る
に
値

す
る
生
活
」
を
営
め
る
よ
う
、
最

低
の
労
働
条
件
を
定
め
た
も
の

だ
。
専
門
職
に
よ
る
「
労
務
監

査
」
の
導
入
な
ど
労
働
法
規
の
順

守
を
徹
底
さ
せ
る
仕
組
み
、
裁
量

労
働
を
含
め
た
労
働
時
間
把
握
の

強
化
、
産
業
医
の
権
限
と
責
任
の

拡
大
な
ど
が
先
決
で
は
な
い
か
。

　
付
け
加
え
る
と
、
裁
量
労
働
制

が
拡
大
し
て
い
け
ば
、
勤
務
医
を

は
じ
め
と
す
る
医
療
従
事
者
も
、

「
残
業
代
な
し
」
の
対
象
に
な
る

日
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

健
康
に
か
か
わ
る
労
働
時
間
の
規
制
緩
和

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

の
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に
手
術
や
処
置
を
勝
手
に
施
行

さ
れ
た
④
医
療
機
関
側
に
質
問

書
を
提
出
し
た
の
に
返
答
が
な

い
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
今

回
の
ケ
ー
ス
は
不
可
抗
力
や
合

併
症
を
含
む
医
療
事
故
と
認
識

す
る
が
、
行
っ
た
治
療
は
医
療

水
準
を
満
た
し
て
お
り
医
療
過

誤
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

1
カ
年
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
上
顎
癌
の
治
療
は
従
来
か

ら
、
手
術
・
化
学
療
法
・
放
射

線
療
法
の
三
者
併
用
療
法
が
標

準
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の

方
法
は
顔
面
の
形
態
と
機
能
を

あ
る
程
度
保
存
す
る
た
め
に
、

手
術
は
姑
息
的
に
行
わ
れ
、
残

存
し
た
腫
瘍
を
化
学
療
法
と
放

射
線
治
療
で
根
治
す
る
の
を
目

標
と
し
て
い
る
。
こ
の
治
療
法

の
特
徴
と
し
て
、
ネ
ク
ロ
ト

ミ
ー
と
呼
ば
れ
る
局
所
処
置
が

あ
り
、
放
射
線
や
化
学
療
法
で

壊
死
し
た
腫
瘍
組
織
を
局
所
か

ら
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
術

後
の
創
部
か
ら
鋭
匙
や
吸
引
管

を
使
っ
て
行
う
こ
の
処
置
は
か

な
り
の
痛
み
を
伴
い
、
疼
痛
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
様
々
な
試
み
が

な
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
に

患
者
と
処
置
す
る
主
治
医
を
悩

ま
せ
て
い
る
（「
先
生
が
鬼
に

見
え
る
」
と
言
わ
れ
る
）。

　
事
例
は
Ｔ
4
の
進
行
癌
で
あ

り
、
化
学
療
法
・
放
射
線
療
法

の
み
の
保
存
的
治
療
で
は
根
治

は
困
難
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
術

前
の
化
学
療
法
が
無
効
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
手
術
的
治
療
を

選
択
し
た
こ
と
に
問
題
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　
手
術
所
見
、
病
理
検
査
結
果

か
ら
は
周
囲
へ
の
浸
潤
著
明

で
、
厳
し
い
予
後
が
推
察
さ
れ

た
。

　
放
射
線
治
療
と
ネ
ク
ロ
ト

ミ
ー
が
奏
効
し
、
生
検
上
癌
は

認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
主

治
医
は
再
発
の
可
能
性
が
十
分

あ
り
得
る
こ
と
を
予
測
し
、
妻

に
も
説
明
し
て
い
る
。

　
手
術
の
規
模
、
ま
た
術
後
遊

離
腹
直
筋
皮
弁
が
壊
死
し
た
こ

と
よ
り
、
創
の
上
皮
化
に
は
相

当
の
期
間
を
要
し
、
放
射
線
治

療
に
よ
る
炎
症
の
惹
起
も
相

ま
っ
て
、
感
染
の
危
険
が
高

か
っ
た
こ
と
は
予
想
で
き
た
。

主
治
医
は
頻
回
に
細
菌
検
査
を

施
行
し
、
感
染
の
有
無
の
検
出

に
勤
め
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
に
も
素
早
く

対
応
し
て
い
る
が
、
不
幸
に
も

腎
機
能
障
害
を
起
こ
し
Ａ
Ｒ
Ｄ

Ｓ
、
続
い
て
骨
髄
炎
も
併
発
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
都
度

主
治
医
か
ら
患
者
側
へ
の
説
明

は
さ
れ
て
お
り
、
患
者
側
も
納

得
了
承
さ
れ
た
旨
カ
ル
テ
上
記

載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
科
の

医
師
と
の
協
力
の
下
適
切
な
治

療
が
さ
れ
救
命
さ
れ
て
い
る
。

　
人
工
呼
吸
管
理
と
な
っ
た
夜

に
、
恐
ら
く
少
し
で
も
早
い
治

療
を
と
の
思
い
で
、
主
治
医
は

腐
骨
除
去
を
施
行
し
た
の
で
あ

ろ
う
が
大
出
血
を
来
た
し
て
し

ま
っ
た
。
術
中
に
内
頚
動
脈
近

傍
ま
で
腫
瘍
が
及
ん
で
い
た
こ

と
を
考
え
る
と
慎
重
に
す
べ
き

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
術
後
の

創
は
元
々
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
が
付
か
な
く
な
っ
て
お
り
、

ま
し
て
壊
死
組
織
や
腐
骨
が
存

在
す
る
と
、
血
管
な
ど
の
重
要

組
織
の
位
置
が
判
別
で
き
な
く

な
る
。
放
射
線
治
療
に
よ
り
血

管
壁
に
浸
潤
し
て
い
た
癌
組
織

が
壊
死
を
起
こ
し
、
血
管
壁
が

脆
弱
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も

十
分
考
え
ら
れ
る
。
危
険
性
を

認
識
し
な
が
ら
取
る
べ
き
処
置

を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
結

果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
時
も
、
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
に

対
す
る
対
応
が
さ
れ
て
、
救
命

さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
は
舌
根
へ
の
再
発
、

肺
転
移
に
よ
りterm

inal 

stage 

と
な
り
、打
つ
手
の
な

い
苛
立
ち
を
家
族
が
覚
え
た
の

も
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
患
者
、
家
族
を
含
め
た
緩

和
ケ
ア
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
が
、
現
時
点
で
は
全
て

の
施
設
で
十
分
な
体
制
が
整
っ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
症
状
の
急
激
な
悪
化
展
開
に

家
族
の
動
揺
は
激
し
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
カ
ル
テ
上
の
主

治
医
の
説
明
に
不
審
な
点
は
な

く
、
取
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て

も
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

〈
解
決
方
法
〉

　
医
療
機
関
側
が
、
根
気
よ
く

遺
族
に
説
明
を
し
た
と
こ
ろ
、

納
得
を
得
て
、解
決
に
至
っ
た
。

金
融
共
済
委
員
会

（
6
／
18
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
6
件
、
加
入
7
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
3
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

受
給
者
の
一
部
負
担
に
つ
い
て

は
、
14
年
4
月
2
日
以
降
に
70

歳
に
な
る
方
は
2
割
負
担
に
な

り
ま
し
た
。

　
京
都
府
は
激
変
緩
和
措
置
と

し
て
、
41
の
受
給
対
象
者
で
14

年
4
月
2
日
以
降
新
た
に
70
歳

に
な
る
患
者
に
つ
い
て
は
、
14

年
5
月
診
療
分
か
ら
15
年
3
月

診
療
分
の
一
部
負
担
を
1
割
に

据
え
置
く
と
い
う
臨
時
特
例
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ご
質

問
は
こ
の
ケ
ー
ス
に
あ
た
り
、

一
部
負
担
は
1
割
に
な
り
ま
す
。

東アジアに平和友好をきずこう
戦争はもうイヤだ　けど、 隠すことはできない

日　時 8月5日（火）～10日（日）
 午前 9 時30分～午後 4 時30分
場　所 立命館大学国際平和ミュージアム
 中野記念ホール
主　催 平和のための京都の戦争展実行委員会

救
え
な
か
っ
た
上
顎
癌
患
者

高
齢
受
給
者
の
一
部
負
担
に
つ
い
て

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 5 日 第 2 8 9 8 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

事
故
調
の
い
う

「
予
期
せ
ぬ
？
死
亡
」に
備
え
て10010



　
板
倉
宏
次
氏
（
享
年
72
、
宇

治
久
世
）
6
月
15
日
ご
逝
去

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

　医療訴訟においては裁判所の判例は格別に重視される。判例は、各科
ガイドラインや専門書類、雑誌類などと共に医師の過失判断の準則とし
て機能している。医療の各科、各部門に多岐にわたって広がっている医
事紛争や医療訴訟の、個別具体的な案件において、同種類事案の裁判所
判例が法律実務界市場に公表されれば、同種案件の解決指針を模索して
いる関係者にとっては見逃せないことである。特に、それが最高裁判例
ともなれば、中身にもよるがその影響は大きい。全国各地の下級裁判所で
医療訴訟に取り組む弁護士や裁判官たちの注目を引くことは当然である。
　2005年９月８日最高裁第一小法廷が、
逆子死亡訴訟で医師側勝訴の高裁判決を
破棄し妊婦側勝訴の判決を言い渡して注
目されたことがあった。その要旨は「帝
王切開術を強く希望していた夫婦に経腟
分娩を勧めた医師の説明が、同夫婦に対
して経腟分娩の場合の危険性を理解した
上で経腟分娩を受け入れるか否かについ
て判断する機会を与えるべき義務を尽く
したものとはいえない」として夫婦に逆
転勝訴をもたらしたものであった。
　さて、経腟分娩とは児が頭部から産まれる普通の正常位分娩である。
お腹にメスを入れる帝王切開ではない。かかるありふれた普通の分娩に
おいて、医師が夫婦に対して、なぜ「経腟分娩の場合の危険性を理解さ
せた上で、それを受け入れるか否かについて判断する機会を与えるべ
き」義務があるとまで言われるのか。この最高裁判例は、厳し過ぎるこ
とを医師に求めているのではないかとの疑問が出そうである。この場合
の「理解させるべき経腟分娩の危険性」とは何であるのか。良く分から
ない。そこで全文に目を通すと、ところがである。この判例の事例は
「経腟分娩」と言っても逆子の場合であった。逆子は、児の頭が子宮の
奥にあり、出産過程では児の足やお尻が先に出てくる。頭は最後に出る
のである。臍帯－へその尾は、頭が先に出てくる正常分娩では、普通は
頭に遅れて児の体の軟部部位とともに出る。ところが骨盤位－逆子の場
合は、へその尾は頭より先に出てくる足やお尻とともに降りてきて、出
口の骨盤との間の隙間があるから、外へ出てしまう可能性がある（臍帯
下垂、臍帯脱出）。胎児の頭が出るのは最後であるから、へその尾の
根っこの部分は頭と一緒に最後に出ざるを得ないこととなる。頭が骨盤
一杯の隙間なしであればへその尾がその間に挟まってしまう。胎児は無
酸素状態となり「窒息死」する危険が生ずる。逆子でなければ頭に遅れ
て上手く出るのに、逆子であるために、へその尾が上手く出ないように
なっている。まか不思議な出産の摂理である。驚いたことであるが、最
高裁の判例は、この骨盤位－逆子分娩の摂理を医師の説明義務とし、説
明しないでの事故に対して賠償責任を宣言したのである。それなら良く
分かった。判例は、要旨のみでは理解しがたいものもある。全文を読ん
で事案の特徴を正しく掴むことが大切である。

判例の読み方について
― 事案の特徴を良く見る

　
協
会
は
、
医
院
経
営
を
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
奥
様
に
、

よ
り
積
極
的
に
医
院
経
営
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

総
務
・
人
事
労
務
・
経
理
な
ど

に
役
立
つ
情
報
を
提
供
す
る
だ

け
で
な
く
、
と
び
き
り
美
味
し

い
ス
イ
ー
ツ
あ
り
楽
し
い
お

し
ゃ
べ
り
あ
り
の
交
流
サ
ロ
ン

（
ミ
ー
ミ
ー
サ
ロ
ン
）
を
５
月

14
日
に
開
設
し
た
。

　
第
１
回
目
は
「
ど
う
や
っ
て

る
の
？
気
に
な
る
他
院
の
労
務

管
理
」
を
テ
ー
マ
に
ひ
ろ
せ
税

理
士
法
人
・
河
原
特
定
社
労
士

か
ら
給
与
水
準
、
賞
与
、
退
職

金
、
有
給
休
暇
、
休
日
数
、
労

働
時
間
管
理
に
つ
い
て
近
畿
や

京
都
の
平
均
、
最
頻
値
な
ど
の

資
料
を
示
し
な
が
ら
情
報
提
供

し
た
。

　
ま
た
、
最
近
河
原
氏
が
相
談

を
受
け
た
ス
タ
ッ
フ
と
の
ト
ラ

ブ
ル
事
例
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
が

全
員
一
斉
に
退
職
し
た
、
個
別

労
働
紛
争
の
斡
旋
制
度
の
申
し

入
れ
を
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
紹

介
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
保
険
医
年
金
の

制
度
内
容
や
有
利
性
に
つ
い
て

情
報
提
供
し
た
後
、
ち
ょ
っ
と

贅
沢
な
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
と
コ
ー

ヒ
ー
で
ほ
っ
と
一
息
い
れ
た
。

そ
の
後
、
参
加
者
が
２
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
形
式
で
交
流
会
を
行
っ
た
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
活
用
で
税
金

対
策
と
各
地
の
特
産
物
を
入
手

す
る
方
法
、
医
療

法
人
制
度
の
今
後

の
あ
り
方
、
従
業

員
の
募
集
方
法
な

ど
に
つ
い
て
参
加

者
同
士
で
意
見
交

換
し
て
大
い
に
盛

り
上
が
っ
た
。

　
ご
夫
婦
で
の
参

加
も
あ
り
、
気
軽

に
参
加
し
て
楽
し

く
有
益
な
情
報
を

得
ら
れ
る
と
好
評

だ
っ
た
。

　
4
歳
9
カ
月
男
Ａ
は
、
1
9

9
9
年
7
月
10
日
午
後
6
時
5

分
頃
、
綿
菓
子
の
割
り
箸
を
咥

え
た
ま
ま
走
行
し
転
倒
し
た
。

割
り
箸
は
本
人
が
抜
い
て
捨
て

た
と
目
撃
さ
れ
、
救
急
車
で
杏

林
大
学
附
属
病
院
の
救
急
救
命

セ
ン
タ
ー
に
搬
送
さ
れ
、
担
当

の
耳
鼻
咽
喉
科
医
師
Ｙ
の
診
察

を
受
け
た
。
隊
員
か
ら
は
、
割

り
箸
の
持
参
な
く
、
途
中
1
回

嘔
吐
し
た
と
申
告
さ
れ
、
診
察

前
に
も
1
回
あ
り
、
ぐ
っ
た
り

し
た
状
態
（
意
識
レ
ベ
ル
Ｊ
Ｃ

Ｓ
Ｉ

－

1
・
2
）
で
あ
っ
た

が
、
他
に
異
常
な
神
経
症
状
は

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
軟

口
蓋
の
刺
創
部
に
消
毒
薬
を
塗

布
し
、
抗
生
物
質
等
を
処
方
し

て
帰
宅
さ
せ
た
。
翌
日
午
前
6

時
頃
ま
で
は
Ａ
は
母
親
の
問
い

か
け
に
も
答
え
て
い
た
が
、
7

時
30
分
頃
唇
が
真
っ
青
で
反
応

な
く
、
救
急
車
到
着
時
に
は
心

肺
停
止
で
、
再
度
搬
送
さ
れ
た

同
セ
ン
タ
ー
で
9
時
2
分
に
死

亡
し
た
。

　
死
後
の
腰
椎
穿
刺
は
血
性

で
、
頭
部
Ｃ
Ｔ
検
査
で
後
頭
蓋

窩
に
硬
膜
外
血
腫
と
空
気
が
み

え
た
が
、
割
り
箸
の
像
は
な

か
っ
た
。

　
司
法
解
剖
で
は
、
7
・
6
㎝

の
割
り
箸
片
が
左
頚
静
脈
孔
か

ら
頭
蓋
内
に
刺
入
・
残
存
し
、

左
内
頚
静
脈
が
挫
滅
し
て
内
腔

が
閉
塞
し
、
左
Ｓ
字
状
静
脈
洞

か
ら
横
静
脈
洞
ま
で
血
栓
形
成

が
み
ら
れ
、
静
脈
環
流
障
害
に

よ
り
致
命
的
な
高
度
の
脳
浮
腫

が
生
じ
た
と
さ
れ
た
。
脳
は
重

量
1
5
1
0
ｇ
で
脳
浮
腫
と
脳

回
の
扁
平
化
が
あ
り
、
頭
蓋
内

圧
の
亢
進
が
示
唆
さ
れ
た
。
左

小
脳
半
球
前
面
の
く
も
膜
損
傷

2
㎝
と
実
質
損
傷
深
さ
約
3
・

5
㎝
が
み
ら
れ
た
。
硬
膜
下
出

血
が
主
に
左
小
脳
天
幕
下
に
計

24 

ml
（
26
ｇ
）
み
ら
れ
、
小

脳
扁
桃
ヘ
ル
ニ
ア
と
上
行
性
テ

ン
ト
切
痕
ヘ
ル
ニ
ア
が
あ
り
脳

幹
圧
迫
も
示
唆
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
、
転
倒
か
ら
の
事
情

や
児
の
症
状
か
ら
、
Ｙ
に
は
Ａ

の
上
咽
頭
部
に
フ
ァ
イ
バ
ー
ス

コ
ー
プ
で
割
り
箸
を
探
し
、
頭

部
Ｃ
Ｔ
撮
影
し
て
頭
蓋
内
損
傷

を
確
認
し
て
、
脳
神
経
外
科
医

師
に
引
き
継
ぎ
、
割
り
箸
除
去

等
の
治
療
処
置
を
さ
せ
る
べ
き

注
意
義
務
を
怠
り
、
Ａ
を
脳
損

傷
・
硬
膜
下
血
腫
・
脳
浮
腫
等

の
頭
蓋
内
損
傷
群
に
よ
り
死
亡

さ
せ
た
と
し
て
、
2
0
0
2
年

業
務
上
過
失
致
死
罪
に
よ
り
起

訴
さ
れ
た
。

　
第
一
審
で
は
、
医
師
に
「
病

態
を
慎
重
に
観
察
し
て
把
握
す

る
」
基
本
的
・
初
歩
的
作
業
を

怠
っ
た
診
察
・
検
査
上
の
過
失

を
認
め
た
が
、
硬
膜
下
血
腫
を

死
因
と
は
せ
ず
、
硬
膜
静
脈
洞

の
血
栓
形
成
か
ら
の
致
命
的
な

高
度
の
脳
浮
腫
に
よ
る
死
亡

で
、
手
術
実
施
に
よ
る
救
命
・

延
命
は
困
難
で
、
死
亡
へ
の
因

果
関
係
に
は
合
理
的
な
疑
い
を

残
し
、
無
罪
と
し
た
（
東
京
地

判
平
18
・
3
・
28
、
飯
田
英
雄

『
刑
事
医
療
過
誤
II﹇
増
補
版
﹈』

7
2
6
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ

社
、
2
0
0
7
）。
控
訴
審
で

は
、
児
の
傷
害
経
過
・
症
状
・

所
見
か
ら
、
当
時
の
医
療
水
準

に
照
ら
し
て
、
第
一
次
・
第
二

次
救
急
当
直
の
耳
鼻
咽
喉
科
医

師
に
患
児
を
初
め
て
見
た
段
階

で
、
直
ち
に
頭
蓋
内
損
傷
を

疑
っ
て
Ｃ
Ｔ
検
査
な
ど
す
る
注

意
義
務
は
な
い
と
し
て
医
師
の

過
失
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
割

り
箸
は
軟
口
蓋
か
ら
側
面
の
筋

層
内
に
刺
入
し
て
お
り
、
上
咽

頭
腔
の
貫
通
は
否
定
さ
れ
た
。

Ｃ
Ｔ
検
査
を
し
て
も
、
患
児
の

救
命
・
延
命
が
合
理
的
な
疑
い

を
超
え
る
程
度
に
確
実
と
は
い

え
ず
、
無
罪
が
維
持
さ
れ
確
定

し
た
（
東
京
高
判
平
20
・
11
・

20
、
判
タ
1
3
0
4
号
3
0
4

頁
）。

　
割
り
箸
の
頭
蓋
内
刺
入
は
、

司
法
解
剖
時
に
発
見
さ
れ
、
解

剖
な
し
で
は
病
因
・
死
因
の
究

明
が
困
難
な
事
例
で
、
予
期
せ

ぬ
死
亡
や
不
明
死
で
は
そ
の
実

施
が
重
要
と
な
る
。
警
察
・
検

察
庁
を
含
め
、
一
般
的
・
社
会

的
に
は
、
予
見
可
能
性
や
結
果

回
避
可
能
性
を
抽
象
的
に
措
定

し
て
過
失
を
問
い
や
す
く
、
医

学
的
・
医
療
的
水
準
を
超
え
る

措
置
が
期
待
さ
れ
、
不
良
な
結

果
を
伴
う
場
合
は
不
実
施
へ
の

指
断
も
生
じ
や
す
い
。
客
観

的
・
具
体
的
な
標
準
的
医
療
水

準
に
基
づ
く
実
施
や
説
明
を
要

す
る
。
上
記
の
究
問
で
は
、
法

律
上
の
責
任
に
も
連
動
す
る
の

で
、
客
観
的
な
事
実
経
過
の
申

告
を
超
え
て
、
そ
の
評
価
に
つ

い
て
の
意
見
が
、
特
に
明
文
で

求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
想
定
し

得
る
法
律
上
の
効
果
に
つ
い
て

法
律
家
に
諮
問
し
検
討
し
た

上
、
回
答
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
医
療
安
全
対
策
部

　
宇
田 

憲
司

予
期
せ
ぬ
死
亡
に
は
解
剖
が
必
要
！

診
療
経
過
へ
の
意
見
表
明
は
法
律
家
に
諮
問
し
て
か
ら

莇
　 
立 
明
（
弁
護
士
）

医
療
訴
訟
の
傾
向
に
つ
い
て
思
う
こ
と 

⑥

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

で
参
加
者
同
士
も

交
流

医業経営情報交流サロンを開設

楽しく学んで食べて おしゃべり

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 7 月 5 日第 2 8 9 8 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 6 )



「第29回日本医学会総会　2015　関西」が京都を中心に開かれます。「医学と医療の革新を目指して―健康社会を共に生きるきずなの構築―」をテーマに掲げ、井村会頭は「医療、健康の問題は、医療関係者だけでなく、国民全体、社会全

体で考えて行く」ことが大切だとして、医療関係者のためだけではなく、国民に開かれた医学会になるべきとの思いを述べられています。

2012年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学の山中伸弥教授も、「

どこまで受け入れるのか、答えを出すのは社会です」と指摘されています。

人間の細胞から精子や卵子が作られ、豚の体内で人間の臓器を作ることも可能になる一方で、胚や胎児の段階から

今、医学・医療に求められている倫理的課題は格段に重さを増しています。「医の倫理」が、広く社会全体で理解され共有され議論されなければならない時を迎えているのです。

しかしその一方、残念ながら日本の医学界・医療界において「医の倫理」について然るべき十分な議論が行われた実績はありません。特に、忘れてならないのは、「

非人道的な行為に対する考察と反省ですが、日本医師会も問題意識は持ちつつも議論を深めるまでには至っておらず、取り組みはこれからと言わざるをえません。

全ての生命を尊重するはずの医学・医療が陥った当時の過ちについては、医の倫理に関わる原点の問題として捉え、

間違いを再び繰り返さぬよう、次の世代に正しく真実を伝えていくことが大切です。

来年は戦後70年目の年となりますが、繰り返される

人種、性別、年齢、思想信条、貧富などによる差別をしない、人権が守られる医療を確立するためには、まず私たちが

への贈り物としなければなりません。

日本の医学界・医療界としてこの問題に前向きに取り組んで行くために、できることを考え行動しようとの趣旨で、有志による実行委員会を設立しました。これから「日本医学会総会2015関西」にむけて、市民、医学者・医師が幅広く集

える機会を作りたいと思います。趣旨にご賛同いただける皆様のご協力とご参加を、心より期待いたします。

「第29回日本医学会総会　2015　関西」が京都を中心に開かれます。「医学と医療の革新を目指して―健康社会を共に生きるきずなの構築―」をテーマに掲げ、井村会頭は「医療、健康の問題は、医療関係者だけでなく、国民全体、社会全

体で考えて行く」ことが大切だとして、医療関係者のためだけではなく、国民に開かれた医学会になるべきとの思いを述べられています。

2012年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学の山中伸弥教授も、「

どこまで受け入れるのか、答えを出すのは社会です」と指摘されています。

人間の細胞から精子や卵子が作られ、豚の体内で人間の臓器を作ることも可能になる一方で、胚や胎児の段階から

今、医学・医療に求められている倫理的課題は格段に重さを増しています。「医の倫理」が、広く社会全体で理解され共有され議論されなければならない時を迎えているのです。

しかしその一方、残念ながら日本の医学界・医療界において「医の倫理」について然るべき十分な議論が行われた実績はありません。特に、忘れてならないのは、「

非人道的な行為に対する考察と反省ですが、日本医師会も問題意識は持ちつつも議論を深めるまでには至っておらず、取り組みはこれからと言わざるをえません。

全ての生命を尊重するはずの医学・医療が陥った当時の過ちについては、医の倫理に関わる原点の問題として捉え、

間違いを再び繰り返さぬよう、次の世代に正しく真実を伝えていくことが大切です。

来年は戦後70年目の年となりますが、繰り返される

人種、性別、年齢、思想信条、貧富などによる差別をしない、人権が守られる医療を確立するためには、まず私たちが

への贈り物としなければなりません。

日本の医学界・医療界としてこの問題に前向きに取り組んで行くために、できることを考え行動しようとの趣旨で、有志による実行委員会を設立しました。これから「日本医学会総会2015関西」にむけて、市民、医学者・医師が幅広く集

える機会を作りたいと思います。趣旨にご賛同いただける皆様のご協力とご参加を、心より期待いたします。

「第29回日本医学会総会　2015　関西」が京都を中心に開かれます。「医学と医療の革新を目指して―健康社会を共に生きるきずなの構築―」をテーマに掲げ、井村会頭は「医療、健康の問題は、医療関係者だけでなく、国民全体、社会全

体で考えて行く」ことが大切だとして、医療関係者のためだけではなく、国民に開かれた医学会になるべきとの思いを述べられています。

2012年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学の山中伸弥教授も、「

どこまで受け入れるのか、答えを出すのは社会です」と指摘されています。

人間の細胞から精子や卵子が作られ、豚の体内で人間の臓器を作ることも可能になる一方で、胚や胎児の段階から

今、医学・医療に求められている倫理的課題は格段に重さを増しています。「医の倫理」が、広く社会全体で理解され共有され議論されなければならない時を迎えているのです。

しかしその一方、残念ながら日本の医学界・医療界において「医の倫理」について然るべき十分な議論が行われた実績はありません。特に、忘れてならないのは、「

非人道的
全ての生命を尊重するはずの医学・医療が陥った当時の過ちについては、医の倫理に関わる原点の問題として捉え、

間違いを再び繰り返さぬよう、次の世代に正しく真実を伝えていくことが大切です。

来年は

人種、性別、年齢、思想信条、貧富などによる差別をしない、人権が守られる医療を確立するためには、まず私たちが

への贈り物
日本の医学界・医療界としてこの問題に前向きに取り組んで行くために、できることを考え行動しようとの趣旨で、有志による実行委員会を設立しました。これから「日本医学会総会2015関西」にむけて、市民、医学者・医師が幅広く集

える機会を作りたいと思います。趣旨にご賛同いただける皆様のご協力とご参加を、心より期待いたします。

「第29回日本医学会総会　2015　関西」が京都を中心に開かれます。「医学と医療の革新を目指して―健康社会を共に生きるきずなの構築―」をテーマに掲げ、井村会頭は「医療、健康の問題は、医療関係者だけでなく、国民全体、社会全

体で考えて行く」ことが大切だとして、医療関係者のためだけではなく、国民に開かれた医学会になるべきとの思いを述べられています。

2012年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学の山中伸弥教授も、「iPS細胞の研究は驚くべきスピードで進んでいるが、良いことばかりではなく新しい問題も発生している。新しい科学技術には倫理問題も伴う。何を

どこまで受け入れるのか、答えを出すのは社会です」と指摘されています。

人間の細胞から精子や卵子が作られ、豚の体内で人間の臓器を作ることも可能になる一方で、胚や胎児の段階から出生の取捨選択が可能になるなど、生命そのものを操作、選択できる時代となった

今、医学・医療に求められている倫理的課題は格段に重さを増しています。「医の倫理」が、広く社会全体で理解され共有され議論されなければならない時を迎えているのです。

しかしその一方、残念ながら日本の医学界・医療界において「医の倫理」について然るべき十分な議論が行われた実績はありません。特に、忘れてならないのは、「731部隊」に代表される戦前の日本の医学者・医師が行った、

な行為に対する考察と反省ですが、日本医師会も問題意識は持ちつつも議論を深めるまでには至っておらず、取り組みはこれからと言わざるをえません。

全ての生命を尊重するはずの医学・医療が陥った当時の過ちについては、医の倫理に関わる原点の問題として捉え、

間違いを再び繰り返さぬよう、次の世代に正しく真実を伝えていくことが大切です。

目の年となりますが、繰り返される薬害や臨床データの改ざん
人種、性別、年齢、思想信条、貧富などによる差別をしない、人権が守られる医療を確立するためには、まず私たちが

日本の医学界・医療界としてこの問題に前向きに取り組んで行くために、できることを考え行動しようとの趣旨で、有志による実行委員会を設立しました。これから「日本医学会総会2015関西」にむけて、市民、医学者・医師が幅広く集

える機会を作りたいと思います。趣旨にご賛同いただける皆様のご協力とご参加を、心より期待いたします。

「第29回日本医学会総会　2015　関西」が京都を中心に開かれます。「医学と医療の革新を目指して―健康社会を共に生きるきずなの構築―」をテーマに掲げ、井村会頭は「医療、健康の問題は、医療関係者だけでなく、国民全体、社会全

体で考えて行く」ことが大切だとして、医療関係者のためだけではなく、国民に開かれた医学会になるべきとの思いを述べられています。

2012年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学の山中伸弥教授も、「iPS細胞の研究は驚くべきスピードで進んでいるが、良いことばかりではなく新しい問題も発生している。新しい科学技術には倫理問題も伴う。何を

どこまで受け入れるのか、答えを出すのは社会です」と指摘されています。

人間の細胞から精子や卵子が作られ、豚の体内で人間の臓器を作ることも可能になる一方で、胚や胎児の段階から
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間違いを再び繰り返さぬよう、次の世代に正しく真実を伝えていくことが大切です。
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人種、性別、年齢、思想信条、貧富などによる差別をしない、人権が守られる医療を確立するためには、まず私たちが
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歴史を問う。
前に進むために。
生命そのものを操作・選択できる時代。「医の倫理」がますます重く問われている今
過去の戦争での医療者の姿を見つめ直し、未来を拓くための教訓を汲みとりたい。

日本医学会総会 2 0 1 5 関 西  平 行 企 画

医の倫理 ― 過去・現在・未来

●スペシャル対談
「これからの日本の医学 ― 過去・現在・未来 ― を語る」
10月26日（日）14時～16時30分
場所： 池坊学園こころホール（四条室町西入ル）
［ゲスト］田中 優子 氏 法政大学総長

●「医の倫理」 ゼミ ［全３回］
2014年～2015年　京都プレ企画（一般の方の参加大歓迎）

○講義：「iPS と医の倫理」八代 嘉美 氏 （京都大学 iPS 細胞研究所上廣倫理研究部門特定准教授）

ゲストの田中優子法政大学総長は、日本の江戸文化研
究の第一人者。今回は、日本人の「倫理感」について、
江戸文化にも源を求めながら縦横無尽に語っていただ
きます。

田中 優子 氏

○講義①：「15年戦争期における日本の医学犯罪」 土屋 貴志 氏 （大阪市大准教授）
○講義②：「 旧日本軍遺棄毒ガス （化学兵器） チチハル被害者日中合同検診報告」

磯野 理 氏 （京都民医連第２中央病院院長）

第１回　過去・戦争と医学　８月31日（日）13時30分～16時30分

第２回　現在・社会と医学　９月28日（日）13時30分～16時30分
○講義①：「終末期医療をとりまく状況と死の自己決定」川口 有美子氏 （ノンフィクション作家）
○講義②：「 現代版ABCC（原爆傷害調査委員会）になりかねない東北メディカル・メガバンク機構」

山口 研一郎 氏 （現代医療を考える会代表）
第 41回 （2010 年） 大宅壮一ノンフィクション賞受賞 「逝かない身体」 著者の川口有美子さんをお招きして、
終末期医療、尊厳死問題など身近な問題を取り上げます。

第３回　未来・経済と医学　１1月23日（日）13時30分～16時30分

会場はすべて
京都府保険医協会
会議室（京都・烏丸蛸
薬師上ル）出席は
事前登録が必要

■主  催 ■お問い合わせ

京都府保険医協会 TEL：075-212-8877 FAX：075-212-0707企画実行委員会「医の倫理」-過去・現在・未来-
日本医学会総会 2015 関西にむけて
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各協会のプレ企画

2015 年　総 会 平 行 企 画 2015 年　展 示 企 画

［全 体］　3 月 13 日～15 日　［部 分］　4 月 1 日～ 9 日（予定）

［全 体］　立命館大学国際平和ミュージアム1 階中野記念ホール
［部 分］　（会場は調整中）

□ 特別講演・対談［午前］ □ パネル「戦争と医の倫理」企画中

□ シンポジウム［午後］

□ パ ネ ル 展 示（和順会館ギャラリー）

「歴史を踏まえた日本の医の倫理の課題」
「戦争と医の倫理」

設立趣意書
　「第29回日本医学会総会 2015 関西」が京都を中心
に開かれます。
　「医学と医療の革新を目指して―健康社会を共に生
きるきずなの構築―」をテーマに掲げ、井村会頭は
「医療、健康の問題は、医療関係者だけでなく、国民
全体、社会全体で考えて行く」ことが大切だとして、
医療関係者のためだけではなく、国民に開かれた医学
会になるべきとの思いを述べられています。
　2012年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大
学の山中伸弥教授も、「iPS細胞の研究は驚くべきス
ピードで進んでいるが、良いことばかりではなく新し
い問題も発生している。新しい科学技術には倫理問題
も伴う。何をどこまで受け入れるのか、答えを出すの
は社会です」と指摘されています。
　人間の細胞から精子や卵子が作られ、豚の体内で人
間の臓器を作ることも可能になる一方で、胚や胎児の

段階から出生の取捨選択が可能になるなど、生命その
ものを操作、選択できる時代となった今、医学・医療
に求められている倫理的課題は格段に重さを増してい
ます。「医の倫理」が、広く社会全体で理解され共有
され議論されなければならない時を迎えているので
す。
　しかしその一方、残念ながら日本の医学界・医療界
において「医の倫理」について然るべき十分な議論が
行われた実績はありません。特に、忘れてならないの
は、「731部隊」に代表される戦前の日本の医学者・医
師が行った、非人道的な行為に対する考察と反省です
が、日本医師会も問題意識は持ちつつも議論を深める
までには至っておらず、取り組みはこれからと言わざ
るをえません。
　全ての生命を尊重するはずの医学・医療が陥った当
時の過ちについては、医の倫理に関わる原点の問題と
して捉え、事実を検証し、深く学び合うことから始め
ねばなりません。避けることなく過去に向き合い、先

人が犯した間違いを再び繰り返さぬよう、次の世代に
正しく真実を伝えていくことが大切です。
　来年は戦後70年目の年となりますが、繰り返される
薬害や臨床データの改ざんなど、日本の医学界・医療
界全体のあり方に対しては、依然として厳しい批判の
目が向けられています。
　人種、性別、年齢、思想信条、貧富などによる差別
をしない、人権が守られる医療を確立するためには、
まず私たちが過去の過ちを今日の問題として認識を深
め、社会に対する責任を改めて問い直し、その教訓を
未来への贈り物としなければなりません。
　日本の医学界・医療界としてこの問題に前向きに取
り組んで行くために、できることを考え行動しようと
の趣旨で、有志による実行委員会を設立しました。こ
れから「日本医学会総会 2015 関西」にむけて、市
民、医学者・医師が幅広く集える機会を作りたいと思
います。趣旨にご賛同いただける皆様のご協力とご参
加を、心より期待いたします。

 2014年１月12日
 「医の倫理―過去・現在・未来―企画実行委員会
　　 ～日本医学会総会 2015 関西にむけて～」
 代表　垣田 さち子

医の倫理 ― 過去・現在・未来 ― 企画実行委員会
～日本医学会総会2015関西にむけて～

実行委員会メンバー（順不同）「医の倫理」-過去・現在・未来-
企画実行委員会
日本医学会総会 2015 関西にむけて

京都府保険医協会 TEL：075-212-8877
京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6F

賛同者（順不同） （2014.5.31 現在）

（2014.5.31 現在）

■ 奈 良

●  奈良市戦争展での 『戦争と医の倫理』の抜粋展示 など

■ 兵 庫

米国の占領政策により戦争責任を免れた731部隊の幹部医師・医学研
究者は、広島・長崎に設置されたABCC（原爆傷害調査委員会）に協力し、 
ABCC改編後の放射線影響研究所においても、広島・長崎の原子爆弾の
健康被害を過小評価し、福島原発事故による放射線被曝の影響も否定し
ています。 
広島・長崎の原子爆弾被爆者の医療、福島原発事故避難者の医療相談

に取り組み、原爆症認定集団訴訟を支援してきた郷地秀夫医師が、731
部隊、原爆、原発と続く医師・医学者の倫理的責任を検証します。

■お問い合わせ

高尾　嘉興 福知山医師会会長
荒木　義正 舞鶴医師会会長
土井　邦紘 宇治久世医師会会長
山下　琢 下京西部医師会会長
一色　哲志 中京西部医師会会長
木下　欣也 東牟婁郡医師会前会長

（2014.4月交代）
藤田　位 西脇市多可郡医師会会長
増田　博 羽曳野市医師会会長
吉江　貫 桜井地区医師会会長
宮城　泰年 聖護院門跡門主
石田　良正 日蓮宗大輪院住職
松原　洋子 立命館大学大学院

先端総合学術研究科教授

荻野　美穂 元・同志社大学教授
大谷　いづみ 立命館大学産業社会学部教授
安斎　育郎 安斎科学・平和事務所所長

立命館大学名誉教授
山本　啓一 山本医学鑑定研究所
早川　一光 幸・総合人間研究所所長

元京都堀川病院院長
中島　康之 大阪弁護士会　弁護士
立岩　真也 立命館大学大学院

先端総合学術研究科教授

若田　泰 近畿高等看護専門学校校長
義本　ナナ 京都民医連中央病院リハビリテー

ション療法課・作業療法士
浜野　研三 関西学院大学教授
望田　幸男 同志社大学名誉教授
小島　荘明 東京大学名誉教授
莇　　昭三 15年戦争と日本の医学医療

研究会名誉幹事長
刈田　啓史郎 15年戦争と日本の医学医療

研究会幹事長
川嶋　みどり 日本赤十字看護大学名誉教授
末永　恵子 福島県立医科大学講師
池田　信明 前大阪府民主医療機関連合会

会長
小笠原　伸児 京都法律事務所弁護士
宗川  吉汪 京都工芸繊維大学名誉教授
中島　晃 全国公害弁護団連絡会議

代表・弁護士
山根　和代 立命館大学国際関係学部

准教授
木下　利彦 関西医科大学精神神経科教授　

関西医科大学医師会会長
森岡　正博 大阪府立大学教授
井口　和起 京都府立大学名誉教授
藤末　衛 全日本民主医療機関連合会

会長
西沢　いづみ 現代医療を考える会
色平　哲郎 佐久総合病院・医師

 代　表 
垣田　さち子 京都府保険医協会理事長
 副代表
西山　勝夫 「戦争と医の倫理の検証を

進める会」代表世話人
吉中　丈志 全日本民主医療機関連合会

副会長
住江　憲勇 全国保険医団体連合会会長
飯田　哲夫 全国保険医団体連合会副会長
山口　研一郎 現代医療を考える会代表
 事務局長
渡邉　賢治 京都府保険医協会副理事長
 実行委員
磯野　理 京都民医連第二中央病院院長
向井　明彦 大阪民主医療機関連合会会長
高本　英司 大阪府保険医協会理事長
武田　勝文 大阪府保険医協会副理事長
小山　高澄 大阪府保険医協会理事
藤居　明範 滋賀県保険医協会理事
秋山　和雄 京都歯科保険医協会副理事長
小澤　力 大阪府歯科保険医協会理事長
池内　春樹 兵庫県保険医協会理事長
宮際　幹 奈良県保険医協会副理事長
龍神　弘幸 和歌山県保険医協会理事長
土屋　貴志 大阪市立大学准教授
平岡　諦 健保連大阪中央病院顧問

他、10地区医師会長、１宗教者から
ご賛同を頂戴しています。

「 ハルビン、 ヒロシマ・ナガサキ、 そして福島 
― 医師・医学者の戦争責任・戦後責任を検証する― 」 
2015 年 2 月14 日（土） 17 時～19 時
場所：兵庫県保険医協会 第 5 会議室
郷地 秀夫 医師（ 兵庫県保険医協会副理事長、東神戸診療所所長）

● 「ハルビン視察報告学習会」 
8 月 23 日（土） 16 時～17 時 30 分
場所：兵庫県保険医協会 6 階会議室 （定員70人）
講師：加藤 擁一 兵庫県保険医協会副理事長
参加費：無料　どなたでも参加できます。
お申し込みは、兵庫協会（☎078‒393‒1807）まで

4 月 12 日（日） 9 時 30 分～16 時 30 分　和順会館（京都・知恩院前）

4 月 11 日（土）～13 日（月）

7 月 24 日（木）～27 日（日） 9 時～17 時　場所：奈良市生涯学習センター・ギャラリー （奈良市杉ヶ町23番地）

● 講演会
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